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物
部
氏
の
系
譜
に
、
駿
河
国
造
ら
の
祖
と
し
て
片
堅
石
連
公
が
み

え
る
。

（
１
）

一
先
代
旧
事
本
紀
巻
五
天
孫
本
紀

八
世
孫
物
部
武
諸
隅
連
公
、
新
河
大
連
之
子
、
此
連
公
、
磯
城
瑞

雛
宮
御
宇
天
皇
即
位
六
十
年
、
詔
群
匝
日
、
武
日
照
命
従
天
将
来

神
宝
、
蔵
子
出
雲
大
神
宮
、
娃
欲
見
焉
、
則
遣
矢
田
部
造
遠
祖
武

諸
隅
命
、
使
分
明
検
定
献
奏
、
復
命
之
時
、
乃
為
大
連
奉
斎
神
宮
、

物
部
胆
咋
宿
耐
女
清
媛
為
妻
生
一
男
、
弟
物
部
大
小
述
公
小
市
直
等

祉
、
弟
物
部
大
小
木
連
公
佐
夜
部
直
、
久
奴
直
等
祖
、
弟
物
部
大
母
隅
連

（
２
）

公
矢
集
連
等
祖
、
已
上
三
連
公
、
志
賀
高
穴
穂
宮
御
宇
天
皇
御
世
、

（
３
）

並
為
侍
臣
供
奉
、
（
中
略
）
弟
物
部
片
堅
石
連
公
、
駿
河
国
造
等
祖
、

弟
物
部
印
岐
美
連
公
、
志
紀
県
主
・
遠
江
国
造
・
久
努
直
・
佐
夜

直
等
祖
、
弟
物
部
金
弓
連
公
、
田
井
連
・
佐
比
連
等
祖
、
已
上
四

承
連
公
、
同
朝
御
世
並
為
侍
臣
供
奉
、

伝

伝
承

や
つ
の
よ
ゑ
ま
こ
も
の
の
べ
の
た
け
も
ろ
ず
ゑ
の
む
ら
じ
き
象
に
い
か
わ
の
お
お
む
ら
じ

八
世
の
孫
、
物
部
武
諸
隅
連
公
は
新
河
大
連
の
子
な
り
。

し
き
承
つ
か
き
の
み
や
に
あ
め
の
し
た
し
ら
し
し
ず
め
ら
承
こ
と
の
あ
主
つ
ひ
つ
ぎ
し
ろ
し
め

こ
の
連
公
は
、
磯
城
瑞
雛
宮
御
宇
天
皇
即
位
六

す
む
そ
と
せ
ま
え
つ
き
糸
ぷ
こ
と
の
り
の
た
ま
た
け
ひ
な
て
る
の
ぶ
こ
と
あ
め

十
年
に
群
臣
に
詔
し
て
曰
わ
く
。
武
日
照
命
は
、
天
よ
り

も
き
た
か
む
た
か
ら
い
づ
も
の
お
ほ
糸
か
み
柔
や
お
さ
こ
ぷ
ま
ほ

将
ち
来
れ
る
神
宝
を
出
雲
大
神
の
宮
に
蔵
む
。
是
れ
を
見
欲
し

す
な
わ
や
た
べ
の
氷
や
つ
こ
と
お
つ
お
や
た
け
も
ろ
ず
ぶ
の
み
こ
と
つ
か

と
の
た
ま
ふ
。
則
ち
矢
田
部
造
の
遠
祖
、
武
諸
隅
命
を
造
わ

あ
き
ら
か
し
ら
さ
だ
か
え
り
ぶ
こ
と
た
て
ま
つ
る
お
お
む
ら
じ

し
て
分
明
に
検
べ
定
め
献
奏
使
わ
し
復
命
の
時
、
乃
ち
大
連

い
わ
た
て
ま
つ
い
さ
の
す
ぐ
ね
む
す
め
き
よ
ひ
め

と
な
し
、
神
の
宮
に
斎
い
奉
る
。
物
部
胆
咋
宿
禰
の
女
清
媛
を

め

ひ
と
り
の
ひ
こ
あ

お
と

お
ほ
こ
い
ち

妻
と
な
し
、
一
男
を
生
れ
ま
せ
り
。
弟
、
物
部
大
小
市
連
公

こ
い
ち
の
あ
た
い
ち
妬
や

お
ほ
を
ぎ

さ
や
ぺ
の
あ
た
い
く
い
の
め
た
い
ら

小
市
直
等
の
祖
な
り
。
弟
、
物
部
大
小
木
連
公
佐
夜
部
直
、
久
奴
直
等
の

お
ほ
も
ろ
ず
弘
や
つ
め
の
む
ら
じ
ら

こ
れ
よ
り
か
承
の
み
た
り

杣
な
り
。
弟
、
物
部
大
母
隅
連
公
矢
集
述
等
の
棚
な
り
。
巳
上
三

し
が
の
た
か
あ
な
ほ
の
氷
や
承
よ
お
も
と

の
連
公
は
、
志
賀
高
穴
穂
宮
御
宇
天
皇
の
御
世
、
並
び
に
侍

す
え
つ
き
糸
つ
か
か
た
が
た
い
し
の

臣
と
し
て
供
え
奉
る
。
（
中
略
）
弟
、
物
部
片
堅
石
連
公
は
、

す
る
が
の
く
に
の
み
や
つ
こ
ら
い
き
象
の
し
き
の

駿
河
国
造
等
の
祖
な
り
。
弟
、
物
部
印
岐
美
連
公
は
、
志
紀

あ
が
た
い
し
と
う
と
う
拳
の

県
主
・
遠
江
Ⅲ
造
・
久
奴
直
・
佐
夜
直
等
の
祖
な
り
。
弟
、

か
な
ゆ
熟
の
た
の
い
の
さ
ひ
の

物
部
金
弓
連
公
は
、
田
井
連
・
佐
比
連
等
の
祖
な
り
。
已
上

よ
た
り

み
か
ど

四
の
連
公
は
、
同
じ
き
朝
の
御
世
、
並
び
に
侍
臣
と
し
て
供
え

奉
る
。
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イニ
I學弐 承

物
部
連
の
祖
、
片
堅
石
命
、
成
務
朝
に
珠
流
河
国
造
に
任
命
さ
れ

た
と
伝
え
る
。

（
１
）

’
一
先
代
旧
事
本
紀
巻
十
国
造
本
紀

（
２
）

珠
流
河
国
造

（
３
）

志
賀
高
穴
穂
朝
世
、
以
物
部
連
祖
大
新
川
命
児
片
堅
石
命
、
定

賜
国
造
、

（
１
）
古
代
の
史
書
。
十
巻
。
作
者
不
詳
。
神
代
か
ら
推
古
朝
に
い
た
る

編
年
体
の
記
事
を
記
す
。
聖
徳
太
子
の
撰
録
に
仮
託
す
る
が
、
実
際
は

平
安
初
期
の
成
立
。
物
部
氏
に
関
す
る
記
述
が
多
い
。
（
２
）
矢
を
管
理

す
る
物
部
系
の
伴
造
氏
族
か
。
天
武
十
三
年
（
六
八
四
）
に
連
姓
か
ら
宿

禰
姓
と
な
る
。
『
新
撰
姓
氏
録
』
の
右
京
皇
別
上
に
箭
集
宿
禰
、
左
京

神
別
上
に
矢
集
連
が
み
え
る
。
『
和
名
抄
』
に
駿
河
郡
矢
集
郷
（
裾
野
市

平
松
・
茶
畑
付
近
に
比
定
）
が
み
え
、
駿
河
国
造
と
の
同
族
関
係
が
注

目
さ
れ
る
。
三
九
’
四
一
号
参
照
。
（
３
）
富
士
市
お
よ
び
沼
津
市
付
近

を
中
心
に
、
富
士
川
以
東
か
ら
伊
豆
地
域
ま
で
を
支
配
し
た
、
大
化
前

代
の
地
方
行
政
官
。
巻
十
に
も
国
造
名
が
あ
る
。
次
号
参
照
。

（
４
）

服
原
国
造

志
賀
高
穴
穂
朝
代
、
以
池
田
坂
井
君
祖
吉
備
武
彦
命
児
思
加
部

彦
命
、
定
賜
国
造
、

（
５
）

伊
豆
国
造

神
功
皇
后
御
代
、
物
部
連
祖
天
蕊
桙
命
八
世
孫
若
建
命
定
賜
国

（
６
）
（
７
）

造
、
難
波
朝
御
世
、
隷
駿
河
国
、
飛
烏
朝
御
世
分
置
如
故
、

す
る
が
の
く
に
の
み
や
つ
こ

珠
流
河
国
造

し
が
の
た
か
あ
な
ほ
の
み
よ
も
の
の
べ
の
む
ら
じ
お
お
に
い
か
わ
の
糸
こ
と
こ
か
た
が
た
し

志
賀
高
穴
穂
朝
肚
、
物
部
連
の
祖
大
新
川
命
の
児
片
堅

い
わ
の
采
こ
と
た
ま
わ

石
命
を
も
っ
て
、
刷
造
に
定
め
賜
る
。

い
お
ば
ら

臓
原
国
造

い
け
だ
さ
か
い
の
き
ぶ
き
び
の
た
け
ひ
こ
の
象
こ
と

志
賀
高
穴
穂
朝
代
、
池
旧
坂
井
君
の
祖
吉
備
武
彦
命
の
児

し
か
く
ひ
こ
の
み
こ
と

忠
加
部
彦
命
を
も
っ
て
、
同
造
に
定
め
賜
る
。

い
ず

伊
豆
国
造

じ
ん
ぐ
う
こ
う
ご
う

あ
め
の
氷
か
ほ
こ
の
ぷ
こ
と
わ
か
た
け

神
功
皇
后
御
代
、
物
部
連
の
祖
天
蕊
桙
命
の
八
仙
孫
若
建

の
ゑ
こ
と

な
に
わ
ち
よ
う

し
た
が

命
を
、
国
造
に
定
め
賜
る
。
難
波
朝
御
世
、
駿
河
国
に
隷

あ
す
か
ち
よ
う
ゆ
え
ご
と

う
。
飛
烏
朝
御
世
に
分
か
ち
置
く
こ
と
故
の
如
し
。
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安閑天皇2年(535）

（
１
）
総
計
百
三
十
五
に
及
ぶ
国
造
名
を
列
記
し
、
設
置
時
期
・
系
譜
な

ど
を
記
す
。
『
古
事
記
』
『
日
本
書
紀
』
に
み
え
な
い
独
自
の
伝
承
が
多

い
。
国
造
に
つ
い
て
の
基
本
史
料
。
（
２
）
天
孫
本
紀
に
み
え
る
駿
河
国

造
と
同
じ
。
前
号
参
照
。
（
３
）
成
務
天
皇
の
時
代
。
『
古
事
記
』
『
日
本

書
紀
』
に
よ
れ
ば
、
こ
の
天
皇
の
時
代
に
国
造
・
県
主
を
設
置
し
、
地

方
行
政
組
織
を
整
備
し
た
と
伝
承
す
る
。
「
国
造
本
紀
」
で
も
こ
の
御

代
に
設
置
さ
れ
た
と
す
る
国
造
が
多
く
を
占
め
る
の
は
こ
う
し
た
伝
承

の
反
映
か
。
（
４
）
旧
庵
原
郡
を
中
心
に
、
大
井
川
以
東
、
富
士
川
以
西

を
支
配
し
た
。
『
古
事
記
』
孝
霊
段
で
は
、
天
皇
の
子
日
子
刺
肩
別
命

（
大
吉
備
津
日
子
の
弟
）
を
五
百
原
（
雁
原
）
君
の
祖
と
す
る
。
（
５
）
氏
族

や
古
墳
の
分
布
か
ら
す
れ
ば
、
伊
豆
地
域
は
駿
河
国
造
に
従
属
し
て
お

り
、
大
化
前
代
に
お
け
る
国
造
の
存
在
は
疑
わ
し
い
。
（
６
）
孝
徳
天
皇

の
時
代
、
大
化
改
新
に
よ
り
伊
豆
国
が
駿
河
国
に
併
合
さ
れ
た
と
す
る

が
他
の
史
料
に
は
み
え
な
い
。
（
７
）
天
武
天
皇
の
時
代
。
『
扶
桑
略
記
』

『
帝
王
編
年
記
』
に
は
天
武
九
年
（
六
八
○
）
七
月
に
駿
河
国
の
二
郡

（
評
）
を
分
割
し
て
伊
豆
国
を
設
置
し
た
と
伝
え
る
。

五
月
九
日
、
駿
河
国
に
稚
贄
屯
倉
を
置
く
。

（
１
）

三
日
本
書
紀
安
閑
天
皇
二
年
五
月
甲
寅
（
九
日
）
条

（
２
）

甲
寅
、
置
（
中
略
）
駿
河
国
稚
贄
屯
倉
、

（
１
）
最
古
の
正
史
。
本
文
三
十
巻
と
系
図
一
巻
（
現
存
せ
ず
）
。
舎
人
親

王
に
よ
る
編
纂
。
神
代
か
ら
持
統
朝
ま
で
を
編
年
体
で
記
す
。
養
老
四

年
成
立
。
六
国
史
の
ひ
と
つ
。
（
２
）
皇
子
に
対
し
て
貢
納
物
を
納
め
た

屯
倉
の
意
か
。
吉
田
東
伍
『
大
日
本
地
名
辞
書
』
は
富
士
市
の
赤
淵
川

い
け
に
え

い
け
に
え

を
古
く
は
生
贄
川
と
い
い
、
河
口
の
大
字
鈴
川
付
近
を
牲
淵
と
い
う

言
）
と
か
ら
、
こ
の
付
近
に
比
定
す
る
。
安
閑
朝
に
屯
倉
設
置
記
事
が
集

中
す
る
。

す
る
が
の
く
に
わ
か
に
へ
の
采
や
け

駿
河
国
の
稚
贄
屯
倉
を
置
く
。

安
閑
天
皇
二
年
（
五
三
五
）

ク1
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霊地2年(716）

五
月
十
六
日
、
駿
河
国
な
ど
七
か
国
の
高
麗
人
一
七
七
九
人
を
武

蔵
国
に
移
住
さ
せ
、
高
麗
郡
を
置
く
。

（
１
）

四
続
日
本
紀
霊
旭
二
年
五
月
辛
卯
（
十
六
日
）
条

辛
卯
、
以
駿
河
・
甲
斐
・
相
模
・
上
総
・
下
総
・
常
陸
・
下
野
七

（
２
）
（
３
）

国
高
腿
人
千
七
百
九
十
九
人
、
遷
子
武
蔵
国
、
始
置
高
麗
郡
焉
、

つ
ぐ
た
だ

（
１
）
奈
良
時
代
の
正
史
。
四
十
巻
。
菅
野
真
道
・
藤
原
継
繩
ら
に
よ
る

編
。
延
勝
十
六
年
成
立
。
文
武
朝
か
ら
桓
武
朝
ま
で
を
編
年
休
で
記
す
。

六
国
史
の
二
番
目
。
奈
良
時
代
の
基
本
史
料
。
（
２
）
天
智
七
年
（
六
六

八
）
の
高
句
麗
滅
亡
以
前
に
日
本
へ
渡
来
し
て
い
た
人
々
を
い
う
。
高

麗
朝
臣
・
高
麗
王
・
高
麗
使
主
・
狛
連
・
狛
造
な
ど
の
姓
が
知
ら
れ
る
。

す
る
が
か
い
さ
が
み
か
ず
さ
し
も
う
さ
し
た
ち
し
も
つ
け

駿
河
・
甲
斐
・
祁
棋
・
上
総
・
下
総
・
柑
陸
・
下
野
の
七
国
の

』
』
士
《

む
さ
し
う
つ

高
腿
の
人
、
千
七
百
九
十
九
人
を
も
っ
て
、
武
蔵
国
に
遷
し
て

始
め
て
高
腿
郡
を
価
く
。

霊
亀
二
年
丙
辰
（
七
一
六
）

十
月
、
駿
河
国
駿
河
郡
柏
原
郷
・
宇
良
郷
・
古
家
郷
な
ど
か
ら
調

の
荒
堅
魚
を
貢
進
す
る
。

｛
〈
平
城
京
跡
出
土
木
簡

○
本
文
は
別
編
木
簡
の
部
一
六
’
二
六
・
二
八
号
に
収
め
る
。

○
口
絵
参
照

こ
の
年
、
駿
河
国
か
ら
調
煮
堅
魚
を
貢
進
す
る
。

三
平
城
宮
跡
出
土
木
簡

○
本
文
は
別
編
木
簡
の
部
に
一
○
号
収
め
る
。

養
老
三
年
己
未
（
七
一
九
）

天
平
七
年
乙
亥
（
七
三
五
）

（
３
）
埼
玉
県
日
高
市
新
堀
に
鎮
座
す
る
高
麗
神
社
を
中
心
と
す
る
地
域
。
割



天平9年(737）

二
月
十
八
日
、
駿
河
国
が
進
上
し
た
「
正
税
帳
」
に
駿
河
郡
の
倉

の
数
や
郡
司
の
名
前
が
み
え
る
。

（
１
）
（
２
）

七
駿
河
国
正
税
帳
（
天
平
九
年
）
正
倉
院
文
書
正
集
十
七

（
３
）

税
屋
参
間
、

（
５
）
（
６
）
（
７
）
（
８
）

都
合
定
難
拾
弐
畑
、
手
梱
醗
轆
細
罹
釧
二
岬
Ⅶ
穀
轆
朧
州
尉
赫
雌
一
川
、
梁
倉

（
９
）

（
叩
）
（
、
）
（
哩
）
（
蝿
）

郡
司
少
領
外
従
八
位
上
壬
生
肛
信
陥
理

（
叫
）
（
暉
）
（
照
）

主
政
元
位
金
刺
舎
人
祖
父
万
侶

（
１
）
古
代
律
令
制
下
で
国
ご
と
に
毎
年
作
成
さ
れ
た
田
和
・
出
挙
等
の

年
間
収
支
報
告
書
。
駿
河
国
に
つ
い
て
は
天
平
九
年
度
と
同
十
年
度
の

断
簡
が
現
存
す
る
。
（
２
）
奈
良
東
大
寺
正
倉
院
に
伝
来
し
た
古
文
書
で
、

奈
良
時
代
の
写
経
所
の
文
書
が
一
括
し
て
残
る
。
そ
れ
ら
は
反
故
紙
の

喪
を
利
用
し
た
の
で
、
紙
背
に
は
律
令
公
文
書
が
断
簡
と
し
て
残
さ
れ

て
い
る
。
本
正
税
帳
も
そ
の
一
部
で
あ
る
。
（
３
）
稲
の
み
を
収
納
す
る

低
床
の
倉
庫
で
、
次
に
み
え
る
「
倉
」
ほ
ど
堅
牢
で
な
い
。
（
４
）
内
訳

天
平
九
年
丁
丑
（
七
三
七
）

に
よ
れ
ば
屋
と
倉
の
合
計
数
で
あ
り
、
税
屋
の
項
目
の
前
に
「
正
倉
州

九
間
」
と
い
う
記
赦
が
存
在
し
た
と
推
定
さ
れ
る
。
（
５
）
貯
積
を
目
的

と
し
た
稲
穀
（
不
動
穀
）
を
納
め
る
倉
。
田
租
が
財
源
。
（
６
）
主
と
し
て

賑
給
に
用
い
ら
れ
る
稲
穀
（
動
用
穀
）
を
納
め
る
倉
。
（
７
）
非
常
川
の
乾

飯
を
納
め
る
倉
。
（
８
）
飢
鯉
の
と
き
に
放
出
さ
れ
る
菜
を
納
め
た
倉
。

税
の
一
種
で
あ
る
義
倉
に
よ
り
集
め
ら
れ
る
。
（
９
）
え
い
と
う
そ
う
。

穂
首
刈
り
さ
れ
た
だ
け
で
、
脱
穀
さ
れ
て
い
な
い
稲
を
納
め
る
倉
。
川

準
や
征
々
の
雑
用
に
用
い
ら
れ
た
。
（
、
）
律
令
制
下
、
国
の
下
に
侭
か

れ
た
地
方
行
政
単
位
で
あ
る
郡
の
役
人
を
那
珂
と
い
い
、
そ
の
う
ち
の

次
官
。
（
皿
）
律
令
制
下
の
補
助
位
階
。
内
位
に
対
す
る
も
の
で
、
外
正

五
位
上
か
ら
外
少
初
位
下
ま
で
の
二
十
階
。
官
位
相
当
の
な
い
郡
司
や

貴
人
の
従
者
に
与
え
ら
れ
た
。
（
理
）
官
人
の
序
列
を
示
す
等
級
。
正
一

位
か
ら
少
初
位
下
ま
で
の
三
十
階
が
あ
り
、
｝
｝
の
場
合
は
上
か
ら
二
十

五
番
目
、
下
か
ら
六
番
目
の
位
階
。
（
咽
）
み
ぶ
の
あ
た
い
し
だ
り
。
駿

河
郡
の
有
力
氏
族
。
氏
族
名
は
推
古
天
皇
の
時
代
に
定
め
ら
れ
た
壬
生

部
に
ち
な
む
。
部
民
を
在
地
で
管
理
す
る
責
任
者
で
あ
っ
た
。
天
平
宝

字
二
年
の
平
城
宮
出
土
木
簡
に
み
え
る
「
郡
司
大
領
外
正
六
位
下
生
部

直
信
陀
理
」
と
同
一
人
物
か
。
別
編
木
簡
の
部
六
号
参
照
。
（
皿
）
郡
司

職
の
判
官
（
三
等
官
）
。
（
超
）
正
式
な
位
階
は
有
さ
な
い
が
、
官
人
身
分
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天平年間(729～749）

二
月
七
日
、
防
人
部
領
使
の
駿
河
守
布
勢
朝
臣
人
主
に
よ
り
進
上

さ
れ
た
防
人
の
歌
二
十
首
の
う
ち
に
玉
造
部
広
目
の
歌
が
み
え
る
。

（
１
）

九
万
葉
集
巻
二
十
四
三
四
三

和
呂
多
比
波
多
比
等
於
米
保
等
已
比
爾
志
且
古
米
知
夜
須

十
月
、
駿
河
国
駿
河
郡
古
家
郷
か
ら
調
の
荒
堅
魚
を
貢
進
す
る
。

〈
平
城
京
跡
出
土
木
簡

○
本
文
は
別
編
木
簡
の
部
二
七
号
に
収
め
る
。

天
平
勝
宝
七
年
乙
未
（
七
五
五
）

と
し
て
考
課
（
勤
務
評
定
）
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
。
租
税

と
し
て
労
役
奉
仕
す
る
白
丁
と
は
区
別
さ
れ
る
。
（
唖
）
か
な
ざ
し
の
と

ね
り
お
お
じ
ま
ろ
。
駿
河
郡
の
郡
領
を
世
襲
し
た
有
力
氏
族
で
、
氏
族

名
は
欽
明
天
皇
の
金
刺
宮
に
奉
仕
し
た
舎
人
を
出
し
た
一
）
と
に
ち
な
む
。

別
編
木
簡
の
部
三
・
八
号
参
照
。

天
平
年
間
（
七
二
九
’
七
四
九
）

艮
牟
和
加
美
可
奈
志
母

（
２
）

右
一
首
、
玉
作
部
広
目

（
中
略
）

（
３
）

二
月
七
日
、
駿
河
国
防
人
部
領
使
守
従
五
位
下
布
勢
朝
臣
人

（
４
）

主
実
進
九
日
、
敬
数
廿
首
、
但
拙
劣
歌
者
不
取
戦
之
、

（
１
）
奈
良
時
代
の
歌
集
。
二
十
巻
。
撰
者
は
大
伴
家
持
説
も
あ
る
が
不

詳
。
成
立
は
所
収
歌
の
最
後
が
天
平
宝
字
三
年
で
あ
る
こ
と
か
ら
そ
れ

以
後
と
さ
れ
る
。
総
歌
数
は
約
四
千
五
百
首
。
相
聞
・
挽
歌
・
雑
歌
の

わ
る

お
め
い
ひ

こ
め
や
永

吾
等
旅
は
旅
と
思
ほ
ど
家
に
し
て
子
持
ち
痩
す
ら
む
わ
が
妻
か

な
し
も

た
ま
つ
ぞ
、
り
べ
の
ひ
ろ
め

右
の
一
首
は
、
玉
作
部
広
Ⅱ
の
な
り
。

（
中
略
）

さ
き
も
り
ぷ
り
ょ
う
し
か
ぶ
ふ

二
月
七
日
、
駿
河
国
の
防
人
部
領
使
の
守
従
五
位
下
布

せ
の
あ
そ
ん
ひ
と
ぬ
し
ま
こ
と
た
て
ま
つ

勢
朝
臣
人
主
に
実
に
進
る
歌
の
数
二
十
首
。
但
し
拙
劣
の

歌
は
載
せ
る
に
取
ら
ず
。

へ〆
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天平宝字元年(757）

乗
当
国
馬
蹴
一
娠
睡
握
澗
折
誰
蜥
蝿
齢
避
抑

こ
の
年
、
養
老
令
を
施
行
す
る
。
朝
集
使
、
駿
河
国
と
相
模
国
の

堺
の
坂
よ
り
以
東
で
駅
馬
に
乗
る
こ
と
を
許
さ
れ
る
。

（
１
）

己
令
義
解
巻
七
公
式
令

（
２
）

凡
朝
集
使
、
東
海
道
延
莚
榊
緊
蝿
卸
均
加
東
山
道
山
東
螂
聚
峠
雌
回
与
上

北
陸
道
神
済
以
北
齢
蕊
砿
酔
吟
越
山
陰
道
出
雲
以
北
、
山
陽
道
安
芸

（
４
）

以
西
、
南
海
道
士
左
等
国
、
及
西
海
道
、
皆
、
乗
駅
馬
、
自
余
各

部
立
か
ら
な
る
。
（
２
）
人
名
は
他
に
見
え
な
い
が
、
『
和
名
抄
』
に
駿

河
郡
玉
造
郷
が
あ
り
。
当
郷
の
出
身
者
か
。
平
城
宮
出
土
木
簡
に
も
玉

造
（
部
）
の
郷
名
や
人
名
が
み
え
る
。
三
九
’
四
一
号
・
別
編
木
簡
の
部

七
・
八
号
参
照
。
（
３
）
軍
団
兵
士
の
う
ち
九
州
防
衛
を
担
当
し
た
防
人

の
引
率
者
を
い
い
、
こ
の
場
合
に
は
駿
河
守
が
担
当
し
た
。
（
４
）
天
平

勝
宝
四
年
に
過
唐
使
の
判
官
と
し
て
入
唐
。
帰
国
後
、
駿
河
守
、
右
少

弁
、
山
陰
道
巡
察
使
、
右
京
亮
、
文
部
大
輔
、
上
総
守
、
式
部
大
輔
、

出
雲
守
な
ど
を
歴
任
す
る
。
生
没
年
不
詳
。

天
平
宝
字
元
年
丁
酉
（
七
五
七
）
踵
岫
畦
地
群
八

（
１
）
養
老
令
の
官
撰
注
釈
書
。
十
巻
三
十
鮪
。
清
原
夏
野
ら
の
細
。
天

炎
十
年
（
八
三
三
）
の
成
立
。
令
本
文
に
対
す
る
注
釈
も
法
的
効
力
を
有

し
た
。
（
２
）
国
郡
司
の
勤
務
評
定
や
政
務
状
況
を
都
に
報
告
す
る
使
考
。

持
参
す
る
帳
輝
を
朝
集
帳
と
い
う
。
四
度
使
の
ひ
と
つ
。
（
３
）
義
解
は

坂
東
国
を
駿
河
と
相
模
国
と
の
境
と
す
る
こ
と
か
ら
足
柄
峠
を
さ
す
。

『
令
集
解
』
の
令
釈
説
は
須
流
河
と
桑
花
の
境
と
す
る
が
、
桑
花
の
地

名
は
不
詳
。
「
そ
く
が
ら
」
↓
「
そ
う
か
」
と
す
れ
ば
足
柄
の
意
か
。

（
４
）
駅
使
が
駅
家
で
乗
り
継
ぐ
馬
。
『
延
喜
式
』
兵
部
省
に
よ
れ
ば
駿

河
郡
内
に
は
柏
原
・
永
蔵
・
横
走
駅
の
三
駅
が
置
か
れ
た
。
二
六
・
三

七
号
参
照
。

お
よ
そ
朝
集
使
は
、
東
海
道
は
坂
の
東
榊
捧
準
唾
捧
恥
渥
蝉
刎
延

ち
ょ
う
し
ゆ
う
し

さ
か
い

か
ん
の
わ
た
り

東
山
道
は
山
の
東
嬬
璋
嘩
》
唾
拙
が
峠
盤
哩
。
北
陸
道
は
神
済
よ
り

い
づ
も

以
北
瞬
痴
些
唾
彩
叩
沖
礎
岬
延
山
陰
道
は
出
雲
よ
り
以
北
、
山
陽
道

あ
き

と
さ

は
安
芸
よ
り
以
西
、
南
海
道
は
土
佐
等
の
国
、
お
よ
び
西
海
道

は
皆
駅
馬
に
乗
る
。
自
余
は
各
当
国
の
馬
に
乗
れ
。
齢
フ
蜂
昨
嘩

ぞ
う
よ
う
じ
ゆ
ん
せ
つ

侭
乗
し
、
雑
揺
を
准
折
す
。
す
な
わ
ち
、
一
日
の
馬

力
を
も
っ
て
、
一
日
の
人
の
術
を
折
す
る
な
り
。
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天平宝字2年(758）

こ
れ
よ
り
前
、
駿
河
采
女
、
歌
に
詠
ま
れ
る
。

（
１
）

三
万
葉
集
巻
四
五
○
七

駿
河
採
女
詞
一
首

敷
細
乃
枕
従
久
々
流
涙
二
曾
浮
宿
乎
思
家
類
恋
乃
繁
爾

十
月
、
駿
河
国
駿
河
郡
古
家
郷
か
ら
調
の
煮
堅
魚
を
貢
進
す
る
。

三
平
城
宮
跡
出
土
木
簡

○
本
文
は
別
編
木
簡
の
部
六
・
七
号
に
収
め
る
。

○
口
絵
参
照

こ
の
年
、
駿
河
国
駿
河
郡
子

二
平
城
宮
跡
出
土
木
簡

駿
河
国
駿
河
郡
子

天
平
宝
字
年
間
（
七
五
七
’
七
六
五
）

天
宝
宝
字
四
年
庚
子
（
七
六
○
）

天
平
宝
字
二
年
戊
戌
（
七
五
八
）

○
本
文
は
別
編
木
簡
の
部
五
号
に
収
め
る
。

松
郷
か
ら
役
の
荒
堅
魚
を
貢
進
す
る
。

西
万
葉
集
巻
八
一
四
二
○

駿
河
采
女
詞
一
首

沫
雪
香
薄
太
礼
爾
零
登
見
左
右
二
流
倍
散
波
何
物
之
花

其
毛 （

１
）
天
皇
に
献
上
さ
れ
た
地
方
豪
族
の
姉
妹
や
娘
を
い
う
。
律
令
制
下

で
は
、
後
宮
に
お
け
る
下
級
女
官
の
名
称
で
、
主
と
し
て
食
膳
に
奉
仕

し
た
。
古
く
は
国
造
が
貢
進
し
、
律
令
制
下
で
は
兵
衛
と
と
も
に
郡
司

が
貢
進
し
た
。
奈
良
時
代
に
お
い
て
采
女
に
国
名
を
付
す
る
》
）
と
は
希

で
あ
る
か
ら
、
こ
の
場
合
の
駿
河
は
郡
名
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
平

城
宮
出
土
の
墨
書
土
器
に
「
駿
河
所
」
と
記
さ
れ
た
も
の
が
あ
り
、
当

郡
の
采
女
と
の
関
係
が
推
定
さ
れ
る
。
別
編
墨
書
土
器
の
部
一
号
参
照
。

す
る
が
の
う
ね
め

駿
河
媒
女
の
詞
一
首

し
き
た
へ

う
き
ね

し
げ

敷
拷
の
枕
ゆ
く
く
る
涙
に
そ
浮
宿
を
し
け
る
恋
の
繁
き
に
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延暦9年(790）

七
月
六
日
、
富
士
山
、
噴
火
し
、
灰
を
降
ら
せ
る
。

三
統
日
本
紀
天
応
元
年
七
月
癸
亥
（
六
日
）
乗

（
１
）

癸
亥
、
駿
河
国
言
、
宿
士
山
下
雨
灰
、
々
之
所
及
、
木
葉
彫
萎
、

す
る
が
の
う
ね
め

駿
河
采
女
の
詞
一
首

あ
わ
ゆ
き

沫
雪
か
は
だ
れ
に
降
る
と
見
る
ま
で
に
流
ら
へ
散
る
は
何
の
花

も
う

ふ
も
と
ふ

駿
河
国
言
す
。
樹
士
山
の
下
に
灰
雨
れ
り
。
灰
の
及
ぶ
所
、
木

ち
よ
う
い

薬
、
彫
萎
す
と
。

天
応
元
年
辛
酉
（
七
八
一
）
宝
屯
十
二
年
一
月
一
日
改
元

（
１
）
正
史
に
お
け
る
宿
士
山
噴
火
の
初
見
記
事
。
古
代
で
は
文
学
作
仙

を
除
け
ば
、
少
な
く
と
も
六
回
（
天
応
元
年
・
延
暦
十
九
年
・
同
二
十

一
年
・
承
和
年
中
・
長
元
五
年
・
永
保
三
年
）
ほ
ど
の
噴
火
が
確
認
さ

れ
る
。
一
八
・
一
九
・
二
二
・
三
○
・
四
六
・
四
九
号
参
照
。

そ
も

閨
三
月
四
日
、
蝦
夷
征
討
の
た
め
、
三
か
年
を
限
り
、
駿
河
国
以

東
の
諸
国
に
革
甲
二
千
領
を
造
ら
せ
る
。

宍
統
日
本
紀
延
肘
九
年
Ⅲ
三
月
灰
午
（
四
日
）
条

（
１
）
（
２
）

庚
午
、
勅
、
為
征
蝦
夷
、
仰
下
諸
国
、
令
造
革
甲
二
千
領
、
東

海
道
駿
河
以
東
、
東
山
道
信
濃
以
東
、
国
別
有
数
、
限
三
箇
年
並

令
造
詑
、

（
１
）
中
華
思
想
に
よ
り
畿
内
貴
族
が
関
東
以
北
の
住
民
に
対
し
て
付
し

た
蔑
称
。
毛
人
と
も
い
う
。
そ
の
征
討
に
は
東
国
の
兵
士
が
動
員
さ
れ
、

大
き
な
負
担
と
な
っ
た
。
（
２
）
『
延
喜
式
』
兵
部
省
の
諸
国
器
仗
に
は

え
ぞ

勅
す
ら
く
、
蝦
夷
を
征
せ
ん
が
た
め
、
諸
国
に
仰
せ
下
し
て
、

革
甲
二
千
領
を
造
ら
し
む
。
東
海
道
は
駿
河
以
東
、
東
山
道
は

信
濃
以
東
、
国
別
に
数
あ
り
。
三
箇
年
を
限
っ
て
並
び
に
造
ら

お
わ

し
め
詑
ん
ぬ
。

延
暦
九
年
庚
午
（
七
九
○
）
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延暦10年(791）

四
月
十
八
日
、
駿
河
国
駿
河
郡
の
大
領
、
金
刺
舎
人
広
名
を
国
造

と
す
る
。

毛
続
日
本
紀
延
胖
十
年
四
川
成
巾
（
十
八
〃
）
条

（
１
）
（
２
）
（
３
）

戌
申
、
駿
河
国
駿
河
郡
大
領
正
六
位
上
金
刺
舎
人
広
名
為
国
造
、

（
１
）
郡
司
職
の
良
官
。
（
２
）
七
号
参
照
。
（
３
）
律
令
阿
造
、
新
国
造
と

も
い
う
。
大
化
前
代
の
地
方
行
政
官
で
あ
っ
た
国
造
と
は
異
な
り
、
祭

祀
を
担
当
す
る
。

か
な
さ
り
の
と
ね
り
ひ
ろ
な

駿
河
国
駿
河
郡
の
大
領
正
六
位
上
金
刺
舎
人
広
名
を
国
造
と
な

す
。

駿
河
国
が
毎
年
作
る
べ
き
武
器
と
し
て
叩
三
領
・
横
刀
三
口
・
弓
四
十

張
・
征
箭
四
十
具
・
胡
禄
四
十
具
と
規
定
す
る
。

延
暦
十
年
辛
未
（
七
九
一
）

六
月
六
日
、
駿
河
国
、
富
士
山
の
噴
火
を
報
告
す
る
。

（
１
）

六
日
本
紀
略
延
暦
十
九
年
六
月
癸
酉
（
六
日
）
条

癸
酉
、
駿
河
国
言
、
自
去
三
月
十
四
日
、
迄
四
月
十
八
日
、
富
士

山
嶺
自
焼
、
昼
則
烟
気
暗
瞑
、
夜
則
火
光
照
天
、
其
声
若
雷
、
灰

下
如
雨
、
山
下
川
水
皆
紅
色
也
、

（
１
）
古
代
の
歴
史
書
。
三
十
四
巻
。
作
者
不
詳
。
平
安
末
期
の
成
立
。

神
代
か
ら
後
一
条
天
皇
の
長
元
九
年
に
い
た
る
細
年
休
の
歴
史
書
。
前

半
は
六
国
史
の
抄
録
、
後
半
は
Ⅱ
記
な
ど
か
ら
編
纂
。
当
該
条
は
『
Ⅱ

本
後
紀
』
が
現
存
す
る
期
間
だ
が
、
記
戦
は
な
い
。

も
う

駿
河
圃
言
す
。
去
る
三
月
十
四
日
よ
り
四
Ⅱ
十
八
Ⅱ
に
い
た
る

す
な
わ
え
ん
き
あ
ん
め
い

迄
、
富
士
山
嶺
、
自
焼
す
。
昼
は
則
ち
烟
気
暗
瞑
に
し
て
、
夜

は
則
ち
火
光
天
を
照
ら
す
。
そ
の
声
雷
の
如
く
、
灰
の
ふ
る
こ

と
雨
の
如
し
。
山
下
川
水
、
み
な
紅
色
な
り
。

延
暦
十
九
年
庚
辰
（
八
○
○
）
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延暦21年(802）

正
月
八
日
、
富
士
山
の
噴
火
に
よ
り
、
駿
河
国
お
よ
び
相
模
国
に

対
し
て
、
読
経
を
命
ず
る
。

天
日
本
紀
略
延
勝
二
十
一
年
正
川
乙
孔
（
八
Ⅱ
）
条

乙
丑
、
是
日
、
勅
、
駿
河
・
相
模
国
言
、
駿
河
国
富
士
山
、
昼
夜

（
１
）

恒
瞭
、
砂
礫
如
馥
者
、
求
之
卜
笠
、
占
Ｈ
、
子
疫
、
宜
令
両
国
加

鎮
謝
、
及
読
経
以
撰
災
映
、

も
う

勅
す
ら
く
。
駿
河
・
相
模
国
言
す
。
駿
河
国
の
富
士
の
山
、
昼

げ
ん
り
ょ
う

あ
ら
れ

ぽ
く
せ
い

夜
、
恒
煉
し
て
、
砂
礫
、
霞
の
如
し
、
て
え
り
。
）
）
れ
を
卜
篭

か
ん
え
き

に
求
む
。
占
い
て
曰
わ
く
、
旱
疫
な
り
。
よ
ろ
し
く
両
国
を
し

さ
い
お
う
は
ら

て
、
鎮
謝
お
よ
び
読
経
を
加
え
し
め
、
も
っ
て
災
映
を
撰
う
ぺ

し
と
。

（
１
）
「
干
疫
」
は
「
干
疫
」
の
誤
り
で
、
干
雌
と
疫
病
の
意
か
。

延
暦
二
十
一
年
壬
午
（
八
○
二
）

正
月
十
一
日
、
駿
河
国
な
ど
十
か
国
の
浪
人
四
千
人
を
陸
奥
国
胆

沢
城
に
移
配
す
る
。

舌
日
本
紀
略
延
勝
廿
一
年
正
Ⅱ
戊
辰
（
十
一
Ⅱ
）
条

戊
辰
、
勅
、
官
軍
薄
伐
、
關
地
階
遠
、
宜
発
駿
河
・
叩
斐
・
和

摸
・
武
蔵
・
上
総
・
下
総
・
常
陸
・
信
濃
・
上
野
・
下
野
等
国
浪

（
１
）
（
２
）

人
四
千
人
、
配
陸
奥
国
胆
沢
城
、

（
１
）
浮
浪
人
の
意
で
、
戸
籍
に
記
さ
れ
た
本
批
地
を
離
れ
て
い
る
が
、

洲
肘
を
納
め
て
い
る
者
を
い
う
。
（
２
）
好
手
雌
水
沢
市
に
築
か
れ
た
城

川
。
同
年
に
築
城
さ
れ
、
数
年
後
に
鎮
守
府
も
移
さ
れ
た
。

は
く
ば
く
び
や
く
ち
せ
ん
え
ん
す
る

勅
す
ら
く
。
官
軍
薄
伐
し
、
閥
地
、
鵬
遠
な
り
、
よ
ろ
し
く
駿

が
か
い
さ
が
承
む
さ
し
か
ず
さ
し
も
う
さ
ひ
た
ち
し
な
の
こ
う

河
・
甲
斐
・
加
模
・
武
蔵
・
上
総
・
下
総
・
常
陸
・
信
濃
・
上

づ
け
し
も
つ
け

た

む
つ
の
く
に
い

野
・
下
野
な
ど
の
国
の
浪
人
四
千
人
を
発
た
し
て
、
陸
奥
国
胆

さ
わ
じ
よ
う

沢
城
に
配
す
、
、
へ
し
。

つ1

｡」



延暦22年(803）

五
月
十
九
日
、
富
士
山
の
噴
火
に
よ
り
ふ
さ
が
れ
た
足
柄
路
を
廃

止
し
て
、
箱
根
路
を
開
く
。

一
三
日
本
紀
略
延
暦
廿
一
年
五
月
甲
戌
（
十
九
日
）
条

（
１
）
（
２
）
（
３
）

甲
戌
、
廃
相
摸
国
足
柄
路
、
開
筥
荷
途
、
以
富
士
焼
砕
石
塞
道
也
、

三
月
、
富
士
山
、
噴
火
す
る
。

（
１
）
（
２
）

二
富
士
山
記
本
朝
文
粋
巻
十
二

○
本
文
は
三
○
号
に
収
め
る
。

（
１
）
平
安
時
代
の
学
者
都
良
香
（
承
和
元
ｌ
元
慶
三
）
が
元
座
元
年
頃
に

著
し
た
、
富
士
山
の
景
観
や
伝
承
に
つ
い
て
の
文
章
。
延
暦
二
十
一
年

と
承
和
年
中
に
お
け
る
富
士
山
爆
発
と
貞
観
十
七
年
の
富
士
山
信
仰
の

記
事
が
み
え
る
。
（
２
）
漢
詩
文
集
。
十
四
巻
。
藤
原
明
衡
編
。
平
安
後

期
の
成
立
。
弘
仁
元
年
か
ら
長
元
九
年
に
か
け
て
の
詩
文
と
し
て
六
十

八
人
の
四
百
二
十
七
編
を
収
め
る
。
公
文
書
に
つ
い
て
は
漢
詩
文
の
模

範
と
さ
れ
た
。

あ
し
が
ら
ぶ
ち

は
こ
れ
梁
ら
し
よ
う
さ
い
せ
き

相
模
国
足
柄
路
を
廃
し
、
筥
荷
途
を
開
く
。
富
士
の
焼
砕
石
、

五
月
八
日
、
箱
根
路
を
廃
止
し
て
足
柄
路
を
復
旧
す
る
。

三
日
本
紀
略
延
勝
什
二
年
五
〃
丁
己
（
八
円
）
条

丁
巳
、
廃
相
摸
国
筥
荷
路
、
復
足
柄
旧
路
、

（
１
）
横
走
駅
か
ら
足
柄
峠
を
越
え
て
坂
本
に
い
た
る
東
海
道
の
ル
ー
ト
。

（
２
）
具
体
的
な
ル
ー
ト
は
不
詳
。
現
在
の
箱
根
峠
が
頻
繁
に
利
別
さ
れ

る
よ
う
に
な
る
の
は
鎌
倉
時
代
以
後
で
、
横
走
駅
か
ら
分
岐
し
乙
女
峠

を
越
え
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
紺
根
路
は
翌
年
に
は
廃
止
さ
れ
て
お
り
、

足
柄
路
復
旧
の
た
め
の
臨
時
措
置
で
あ
っ
た
。
二
三
号
参
照
。
（
３
）

「
富
士
山
記
」
に
見
え
る
同
年
三
月
の
噴
火
記
事
に
対
応
す
る
か
。
二

一
号
参
照
。は

こ
ね
ぶ
ち
あ
し
が
ら

相
模
国
筥
荷
路
を
廃
し
、
足
柄
の
旧
路
を
復
す
。

ふ
さ

道
を
塞
ぐ
を
も
っ
て
な
り
。

延
暦
二
十
二
年
癸
未
（
八
○
三
）
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承和7年(84〔)）

九
月
十
一
日
、
駿
河
国
の
荒
廃
田
四
十
町
を
墾
開
し
て
大
野
牧
田

と
す
る
。

二
四
如
聚
風
延
唯
岬
蛎
叶
九
牧
田
天
長
八
年
九
〃
丙
午
（
十
一
日
）
条

（
２
）

丙
午
、
駿
河
国
荒
廃
田
川
町
令
墾
開
、
為
大
野
牧
田
、

（
１
）
六
国
史
の
記
聯
を
項
日
ご
と
に
分
類
し
、
年
代
順
に
配
列
。
本
細

二
百
巻
．
Ⅱ
録
二
巻
・
帝
王
系
図
三
巻
。
竹
原
道
典
細
。
寛
平
川
年
成

立
。
六
二
巻
が
現
存
。
（
２
）
比
定
地
未
詳
。
『
延
喜
式
』
兵
部
省
に
み

え
る
「
岡
野
馬
牧
」
、
「
山
王
霊
験
記
」
に
み
え
る
「
大
岡
庄
」
と
の
関

係
も
想
定
で
き
る
。
三
八
・
五
○
号
参
照
。

せ
お
お
の
の
ま
き
た

駿
河
国
の
荒
廃
川
四
十
町
を
塾
開
令
し
め
、
大
野
牧
田
と
な
す
。

天
長
八
年
辛
亥
（
八
三
一
）

十
二
月
一
日
、
駿
河
国
駿
河
郡
の
永
蔵
駅
家
を
伊
豆
国
田
方
郡
に

遷
す
。

（
１
）

こ
く
統
川
本
後
紀
承
和
七
年
十
二
Ⅱ
癸
卯
（
一
側
）
条

（
２
）
（
３
）

癸
卯
朔
、
改
駿
河
国
駿
河
郡
永
蔵
駅
家
、
遷
置
子
伊
豆
国
田
方
郡
、

（
４
）
（
５
）
（
６
）

以
駿
河
郡
特
帯
三
駅
、
百
姓
殊
苦
重
役
也
、

こ
の
頃
、
富
士
山
、
噴
火
す
る
。

’
三
爾
士
山
記
本
朝
文
粋
巻
十
二

○
本
文
は
三
○
号
に
収
め
る
。

な
が
く
ら
う
ま
や

駿
河
国
駿
河
郡
永
蔵
の
駅
家
を
改
め
、

置
く
。
駿
河
郡
、
特
に
三
駅
を
帯
び
、

し
む
を
も
っ
て
な
り
。

承
和
七
年
庚
申
（
八
四
○
）

承
和
年
間
（
八
三
四
’
八
四
七
）

た
が
た
う
つ

伊
豆
国
田
方
郡
に
遷
し

ひ
や
く
せ
い
じ
ゆ
う
え
き

百
姓
こ
と
に
重
役
に
苦

うつ
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仁寿3年(853）

（
１
）
平
安
初
期
の
勅
撰
正
史
。
二
十
巻
。
藤
原
良
房
・
春
澄
善
縄
ら
の

編
。
貞
観
十
一
年
成
立
。
六
国
史
の
四
番
目
。
仁
明
天
皇
一
代
、
天
長

十
年
ｌ
嘉
祥
三
年
ま
で
の
十
八
年
間
の
正
史
。
（
２
）
長
倉
・
永
倉
に
も

つ
く
る
。
ク
ラ
は
山
間
の
谷
間
の
意
と
す
れ
ば
、
長
泉
町
上
長
窪
・
下

長
窪
付
近
に
比
定
さ
れ
る
。
遷
置
後
は
長
泉
町
下
士
狩
・
本
宿
・
沼
津

市
大
岡
付
近
に
比
定
さ
れ
る
。
駿
河
郡
農
民
の
負
担
軽
減
策
と
す
れ
ば
、

駅
家
だ
け
で
な
く
駅
田
・
駅
子
も
伊
豆
国
田
方
郡
に
変
更
さ
れ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
二
十
五
年
後
の
貞
観
六
年
ま
で
に
は
再
び
駿
河

郡
に
所
属
変
更
さ
れ
て
い
る
。
二
九
号
参
照
。
『
延
喜
式
』
兵
部
省
に

は
駿
河
郡
の
駅
家
と
し
て
長
倉
駅
、
郷
名
と
し
て
は
『
和
名
抄
』
に
永

倉
郷
が
み
え
る
。
三
七
・
三
九
’
四
一
号
参
照
。
（
３
）
現
在
の
三
島
市

を
中
心
と
す
る
地
域
。
駿
河
郡
と
は
境
を
接
し
、
長
蔵
駅
も
国
郡
境
に

接
す
る
場
所
に
存
在
し
た
。
（
４
）
柏
原
・
永
倉
・
横
走
の
三
駅
。
二

九
・
三
七
号
参
照
。
（
５
）
「
ひ
や
く
せ
い
」
と
読
み
、
姓
を
持
つ
者
す

ぺ
て
を
示
し
農
民
一
般
よ
り
広
い
概
念
。
（
６
）
貞
観
六
年
に
は
駅
子
四

百
人
・
伝
子
六
十
人
を
負
担
し
て
い
た
と
あ
る
。
二
九
号
参
照
。

三
月
二
十
日
、
駿
河
介
山
田
連
春
城
の
卒
伝
に
、
伊
豆
よ
り
移
し

た
駿
河
郡
阿
気
大
神
の
祭
祀
を
検
察
し
た
こ
と
が
み
え
る
。

（
１
）

毛
日
本
文
徳
天
皇
実
録
天
安
二
年
六
月
己
酉
（
二
十
日
）
条

（
２
）

己
酉
、
（
中
略
）
、
大
学
助
従
五
位
下
山
田
連
春
城
卒
、
春
城
、
字

連
城
、
右
京
人
也
（
中
略
）
仁
寿
元
年
大
嘗
会
、
授
外
従
五
位
下
、

二
年
正
月
、
遥
為
駿
河
介
、
三
年
春
三
月
、
自
請
之
任
、
傍
吏
・

百
姓
、
嫌
其
清
察
、
時
部
下
駿
河
郡
有
自
伊
豆
新
移
神
、
名
阿
気

（
３
）
（
４
）

大
神
、
国
司
申
官
建
新
社
、
以
祭
祀
、
而
禰
宜
・
祝
等
、
増
以
奇

異
之
事
、
註
誤
国
司
庶
人
、
春
城
到
任
、
登
時
考
訊
、
糾
其
誰
偽
、

自
此
以
後
、
妖
言
永
絶
、
歳
時
祭
祀
而
已
、
傍
吏
人
、
諸
服
其
聡

察
、
其
年
秋
、
奉
使
入
京
、

仁
寿
三
年
癸
酉
（
八
五
三
）

だ
い
が
く
の
す
け
じ
ゆ
う
ご
い
げ
や
ま
た
の
む
ら
じ
は
る
き
そ
つ
あ
ざ
な
れ
ん
じ
よ
う

大
学
助
従
五
位
下
山
田
連
春
城
卒
す
。
春
城
の
字
は
連
城
、

う
き
よ
う

に
ん
じ
ゆ

だ
い
じ
よ
う
え
げ

右
京
の
人
な
り
。
（
中
略
）
仁
寿
元
年
の
大
嘗
会
に
て
外
従
五
位

さ
ず

は
る
す
る
が
の
す
け

下
を
授
く
。
二
年
正
月
、
遥
か
に
駿
河
介
と
な
す
。
三
年
春
三
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貞観2年(860）

（
１
）
平
安
初
期
の
勅
撰
正
史
。
十
巻
。
藤
原
基
経
・
都
良
香
ら
の
編
。

元
慶
三
年
成
立
。
六
国
史
の
五
番
目
。
文
徳
天
皇
一
代
、
嘉
祥
三
年
ｌ

天
安
二
年
ま
で
の
九
年
間
の
正
史
。
（
２
）
本
条
は
山
田
連
春
城
の
卒
伝
。

学
者
の
家
柄
に
生
ま
れ
、
十
五
歳
で
大
学
に
入
り
、
丹
波
椎
博
士
、
大

学
助
な
ど
を
歴
任
す
る
。
仁
明
天
皇
の
時
、
校
書
殿
に
侍
し
て
、
御
書

を
賜
閲
し
た
と
あ
る
な
ど
、
そ
の
学
識
は
高
く
評
価
さ
れ
た
。
自
ら
望

ん
で
駿
河
介
に
任
命
さ
れ
、
駿
河
郡
内
に
お
け
る
阿
気
大
神
に
対
す
る

信
仰
を
考
訊
し
そ
の
誰
偽
を
糺
し
た
と
伝
え
る
。
天
安
二
年
に
四
十
九

歳
で
卒
し
た
。
（
３
）
阿
気
大
神
伊
豆
よ
り
新
た
に
移
し
た
神
と
す
る
が
、

ぶ
づ
か
こ
か
た
わ
ら
の
つ
か
さ
ひ
や
く
せ
い
そ

月
、
自
ら
請
う
て
任
じ
ゆ
く
。
傍
吏
・
百
姓
、
其
の
清
察
を

い
ず

嫌
う
は
、
時
の
部
下
駿
河
郡
に
伊
豆
よ
り
新
た
に
移
り
し
神
あ

あ
き
の
お
お
詮
か
ぶ
つ
か
さ
や
し
る

り
て
阿
気
大
神
と
名
の
る
。
国
司
、
官
に
申
し
新
た
に
社
を
建

ね
ぎ
は
ふ
り
ら
き
い

て
、
も
っ
て
祭
祀
し
、
し
か
る
に
禰
宜
・
祝
等
を
増
し
奇
異
の

か
い
ご

事
を
も
っ
て
国
司
、
庶
人
を
註
誤
す
。
春
城
、
任
じ
致
り
て
登

こ
う
じ
ん

か
ぎ
上
う
げ
ん

り
し
時
に
考
訊
し
、
其
の
誰
偽
を
糾
す
。
此
よ
り
以
後
、
妖
言

さ
い
じ

も
ろ
も
ろ
そ
う
さ
つ

永
く
絶
え
、
歳
時
は
祭
祀
の
み
。
傍
吏
の
人
、
諸
の
其
の
聡
察

ふ
ど
、

つ
か
い
た
て
ま
つ
恥
や
こ
い

に
服
し
、
其
の
年
の
秋
、
使
を
奉
り
て
京
に
入
る
。

五
月
五
日
、
駿
河
国
、
富
士
山
に
五
色
の
雲
が
み
え
た
こ
と
を
報

告
す
る
。

（
１
）

穴
日
本
三
代
実
録
貞
観
二
年
五
月
五
日
甲
寅
条

（
２
）

五
日
甲
寅
、
駿
河
国
言
、
富
士
山
上
五
色
雲
見
、

（
１
）
平
安
初
期
の
勅
撰
正
史
。
五
十
巻
。
藤
脈
時
平
・
菅
原
道
真
・
大

蔵
善
行
ら
の
編
。
延
喜
元
年
成
立
。
六
国
史
の
最
後
。
清
和
・
陽
成
・

光
孝
天
皇
の
三
代
、
天
安
二
年
か
ら
仁
和
三
年
ま
で
の
三
十
年
間
の
正

史
。
（
２
）
五
色
雲
は
祥
瑞
と
し
て
中
央
に
報
告
さ
れ
た
。
『
日
本
紀
略
』

『
類
聚
国
史
』
に
も
同
様
の
記
事
が
み
え
る
。

も
う

駿
河
国
言
す
。
富
士
山
上
に
五
色
の
雲
見
ゆ
と
。

貞
観
二
年
庚
辰
（
八
六
○
）

他
に
み
え
な
い
。
（
４
）
神
社
の
神
職
。
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十
二
月
十
日
、
駿
河
国
駿
河
郡
柏
原
駅
を
廃
止
し
て
、
同
国
富
士

郡
蒲
原
駅
を
富
士
川
の
東
の
野
に
遷
す
。

｜
天
ｎ
本
三
代
実
録
貞
剛
六
年
十
二
月
十
Ⅱ
癸
亥
条

（
１
）
（
２
）
（
３
）

十
日
癸
亥
、
駿
河
国
言
、
駿
河
郡
帯
三
駅
二
伝
、
検
走
・
永
倉
．

（
４
）
（
５
）

柏
原
駅
家
是
也
、
惣
差
点
丁
駅
子
四
百
人
・
伝
子
六
十
人
、
年
来

（
６
）

疫
旱
蓉
藻
、
課
丁
欠
少
、
因
而
駅
伝
子
等
不
能
満
数
、
郡
民
凋
残
、

（
７
）

莫
甚
於
之
、
望
請
、
廃
柏
原
駅
、
淵
士
郡
蒲
原
駅
遷
立
於
富
士
河

（
８
）

東
野
、
然
則
茄
原
駅
与
永
倉
駅
、
行
程
自
均
、
民
得
息
一
眉
、
従
之
、

貞
観
六
年
甲
申
（
八
六
四
）

も
う

よ
こ
は
し
り
な
が

駿
河
国
言
す
。
駿
河
郡
は
、
三
駅
・
二
伝
を
帯
す
、
横
走
・
永

く
ら
か
し
は
ば
ら

え
き
し

倉
・
柏
原
の
駅
家
、
こ
れ
な
り
。
そ
う
じ
て
丁
の
駅
子
四
百

て
ん
し

し
ら

え
き
か
ん
せ
ん
し
ん

人
・
伝
子
六
十
人
を
差
し
点
毒
へ
る
に
、
年
来
、
疫
旱
諄
藻
し
、

か
て
い

よ

あ
た

課
丁
欠
少
す
。
因
り
て
、
駅
伝
子
等
、
数
を
満
た
す
こ
と
能
わ

ち
よ
う
ざ
ん

は
た
は
だ

ず
。
郡
民
の
凋
残
、
》
）
れ
に
甚
し
き
こ
と
な
し
。
望
み
請
う
ら

か
主
は
ら

く
は
、
柏
原
駅
を
廃
し
、
富
士
郡
蒲
原
駅
を
富
士
河
の
東
の
野

（
１
）
『
延
喜
式
』
兵
部
省
に
は
駅
家
と
し
て
長
倉
駅
十
疋
・
横
走
駅
二

十
疋
、
伝
馬
と
し
て
駿
河
郡
と
横
走
駅
各
五
疋
と
あ
る
。
三
七
号
参
照
。

伝
馬
は
官
道
沿
い
の
郡
家
や
駅
家
に
置
か
れ
た
逓
送
用
の
馬
。
（
２
）
甲

斐
路
と
相
模
路
の
分
岐
点
に
位
置
す
る
。
比
定
地
に
つ
い
て
は
小
山
町

竹
之
下
・
柵
野
市
十
里
木
・
御
殿
場
市
印
野
・
新
橋
な
ど
の
説
が
あ
る
。

『
和
名
抄
』
に
は
駿
河
郡
横
走
郷
が
み
え
、
御
殿
場
市
六
日
市
場
付
近

に
比
定
さ
れ
る
。
三
九
’
四
一
号
参
照
。
（
３
）
二
六
号
参
照
。
（
４
）
富

士
市
船
津
付
近
、
あ
る
い
は
東
柏
原
新
田
・
中
柏
原
新
田
・
西
柏
原
新

川
付
近
に
比
定
さ
れ
る
。
『
和
名
抄
』
に
は
駿
河
郡
柏
原
郷
が
あ
り
、

藤
原
宮
出
土
木
簡
に
も
「
駿
河
評
柏
原
里
」
が
み
え
る
。
三
九
’
四
一

号
・
別
編
木
簡
の
部
一
・
二
・
四
・
一
六
・
一
六
１
一
九
・
二
八
’
三

○
号
参
照
。
（
５
）
官
に
挑
発
さ
れ
た
成
人
男
性
。
（
６
）
駅
馬
や
伝
馬
の

運
営
維
持
の
た
め
近
隣
か
ら
挑
発
さ
れ
た
課
丁
。
（
７
）
『
延
喜
式
』
兵

部
省
に
蒲
原
駅
十
疋
と
あ
る
。
三
七
号
参
照
。
東
遷
前
の
位
置
に
つ
い

し
か
す
な
わ

に
遷
し
立
て
ん
こ
と
を
。
然
ら
ぱ
則
ち
、
蒲
原
駅
と
永
倉
駅
と
、

お
の
づ
ひ
と
や
む

行
程
自
か
ら
均
し
く
、
民
、
肩
を
息
む
る
を
得
ん
。
こ
れ
に
従

夢
え
○
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十
一
月
五
日
、
駿
河
国
の
吏
民
、
富
士
山
を
祭
る
。

弓
富
士
山
記
本
朝
文
粋
巻
十
二

富
士
山
者
、
在
駿
河
国
、
峰
如
削
成
、
直
聲
属
天
、
其
高
不
可
測
、

歴
覧
史
籍
所
記
、
未
有
高
於
此
山
者
也
、
其
聲
峰
諺
起
、
見
在
天

際
、
臨
倣
海
中
、
観
其
霊
基
所
盤
連
、
亘
数
千
里
間
、
行
旅
之
人
、

経
歴
数
日
、
乃
過
其
下
、
去
之
願
望
、
猶
在
山
下
、
蓋
神
仙
之
所

遊
華
也
、
承
和
年
中
、
従
山
峰
落
来
珠
玉
、
玉
有
小
孔
、
蓋
是
仙

簾
之
貫
珠
也
、
又
貞
観
十
七
年
、
十
一
月
五
日
、
吏
民
価
旧
致
祭
、

日
加
午
天
甚
美
晴
、
仰
観
山
峰
、
有
白
衣
美
女
二
人
、
双
舞
山
嶺

上
、
去
顛
一
尺
余
、
士
人
共
見
、
古
老
伝
云
、
山
名
富
士
、
取
郡

て
は
富
士
川
町
岩
淵
・
富
士
市
岩
本
・
同
市
市
場
・
蒲
原
町
中
之
郷
な

ど
の
説
が
あ
る
。
東
遷
後
の
位
置
に
つ
い
て
は
、
富
士
市
本
市
場
・
同

市
伝
法
・
同
市
吉
原
・
富
士
川
町
四
十
九
な
ど
の
説
が
あ
る
。
（
８
）
令

の
規
定
で
は
三
十
里
（
約
十
五
キ
ロ
）
ご
と
に
一
駅
を
置
く
言
）
と
に
な
っ

て
い
た
。

貞
観
十
七
年
乙
未
（
八
七
五
）

（
１
）

名
也
、
山
有
神
、
名
浅
間
大
神
、
此
山
高
極
雲
表
、
不
知
幾
丈
、

頂
上
有
平
地
、
広
一
許
里
、
其
頂
中
央
、
窪
下
体
如
炊
甑
、
甑
底

有
神
池
、
池
中
有
大
石
、
石
体
薙
奇
、
宛
如
鱒
虎
、
亦
其
甑
中
、

常
有
気
蒸
出
、
其
色
純
青
、
窮
其
鱒
底
、
如
湯
沸
騰
、
其
在
遠
望

者
、
常
見
煙
火
、
亦
其
頂
上
匝
池
生
竹
、
青
紺
柔
便
、
宿
雪
春
夏

不
消
、
山
腰
以
下
生
小
松
、
腹
以
上
無
復
生
木
、
白
沙
成
山
、
其

雛
登
者
止
腹
下
、
不
得
達
上
、
以
白
沙
流
下
也
、
相
伝
、
昔
有
役

居
士
、
得
登
其
頂
、
後
筆
登
者
、
皆
点
額
於
腹
下
、
有
大
泉
、
出

自
腹
下
、
遂
成
大
河
、
其
流
寒
暑
水
旱
無
有
盈
縮
、
山
東
脚
下
有

小
山
、
士
俗
謂
之
新
山
、
本
平
地
也
、
延
暦
廿
一
年
三
月
、
雲
霧

晦
冥
、
十
日
而
後
成
山
、
蓋
神
造
也
、難

ね
け
ず
な
た
だ

富
士
山
は
、
駿
河
国
に
あ
り
。
峰
、
削
り
成
せ
る
が
如
く
、
直

そ
び

つ
づ

は
か
し
せ
き

に
誉
え
て
、
天
に
属
く
。
そ
の
高
さ
測
る
べ
か
ら
ず
。
史
籍
の

あ
ま
れ
熟

記
せ
る
所
を
歴
く
覧
る
に
、
い
ま
だ
こ
の
山
よ
り
高
き
は
あ
ら

さ
か
り
お
こ

て
ん
さ
い

ざ
る
な
り
。
そ
の
聟
ゆ
る
峰
、
諺
に
起
り
、
見
る
に
天
際
に
あ

の
そ
み

れ
い
き
ば
ん
れ
ん
承

り
て
、
海
中
を
臨
み
鰍
る
。
そ
の
霊
基
の
盤
連
す
る
所
を
観
る
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い
た
こ
う
り
よ

に
、
数
千
里
の
間
に
亘
る
。
行
旅
の
人
、
数
日
を
経
歴
し
、
す

ふ
も
と

か
え
り
な
お

な
わ
ち
そ
の
下
を
過
ぐ
。
こ
こ
を
去
り
て
、
顧
み
望
め
ば
、
猶

ゆ
う
す
い
じ
よ
う

し
山
の
下
に
あ
り
、
け
だ
し
神
仙
の
遊
華
す
る
所
な
ら
む
。
承

わ

し
ゆ
ぎ
よ
く

和
年
中
に
、
山
の
峰
よ
り
落
ち
来
る
珠
玉
あ
り
、
玉
に
小
さ
き

あ
な

せ
ん
れ
ん
つ
ら
ぬ

孔
あ
り
き
と
。
け
だ
し
こ
れ
仙
簾
の
貫
け
る
珠
な
ら
む
。
ま
た

じ
よ
う
が
ん

り
ゑ
ん
ふ
る

貞
観
十
七
年
十
一
月
五
日
に
、
吏
民
、
旧
き
に
よ
り
て
祭
を
致

言
》

よ

す
。
日
、
午
に
加
え
て
、
天
、
は
な
は
だ
美
く
晴
る
。
仰
ぎ
て

び
や
く
い

い
た
だ
き

山
の
峰
を
観
る
に
、
白
衣
の
美
女
二
人
あ
り
、
山
の
嶺
の
上
に

ひ
と
さ
か
く
に
ひ
と
と
も

双
ぴ
郷
う
。
嶺
を
去
る
こ
と
一
尺
余
、
土
人
共
に
見
き
と
。
古

こ
お
り

老
・
伝
え
て
云
う
。
山
を
富
士
と
名
づ
く
る
は
、
郡
の
名
に
取

あ
さ
史
の
お
お
か
象

れ
る
な
り
。
山
に
神
あ
り
、
浅
間
大
神
と
名
づ
く
。
こ
の
山
の

う
ん
ぴ
よ
う

い
く
つ
え

高
き
こ
と
、
雲
表
を
極
め
て
、
幾
丈
と
い
う
》
）
と
を
知
ら
ず
。

い
ち
り
ぱ
か
り

な
か
ら
く
ぼ
く
だ

頂
上
に
平
地
あ
り
。
広
さ
一
許
里
。
そ
の
頂
の
中
央
は
窪
み
下

か
た
ち
す
い
そ
う
こ
し
き
あ
や

り
て
、
体
炊
甑
の
如
し
。
甑
の
底
に
神
し
き
池
あ
り
。
池
の
中

き
よ
う
き

そ
ん
こ

に
大
き
な
る
石
あ
り
。
石
の
体
、
駕
奇
な
り
。
あ
た
か
も
鱒
虎

む

の
如
し
。
ま
た
、
そ
の
甑
の
中
に
、
常
に
気
あ
り
て
蒸
し
出
づ
・

も
つ
ぱ

わ

そ
の
色
、
鈍
ら
に
青
し
。
そ
の
甑
の
底
を
窺
え
ば
、
湯
の
沸
き

（
１
）
密
士
市
宮
町
に
鎮
座
す
る
。
『
延
喜
式
』
神
名
上
で
は
富
士
郡
三

座
の
一
つ
と
し
て
「
浅
間
神
社
」
が
あ
る
。
仁
寿
三
年
七
月
に
名
神

社
・
従
三
位
と
な
り
（
『
日
本
文
徳
天
皇
実
録
』
）
、
貞
観
元
年
正
月
に
は

あ
が騰

る
が
如
し
。
そ
の
遠
き
に
あ
り
て
望
め
ば
、
つ
ね
に
煙
火
を

め
ぐ

は
せ
い
こ
ん
じ
ゆ
う

見
る
。
ま
た
、
そ
の
頂
上
に
、
池
を
匝
り
て
竹
生
う
。
青
紺
柔

ぜ
ん

し
ゆ
く
せ
つ
し
も
つ
か
た

便
な
り
。
宿
雪
、
春
夏
消
え
ず
。
山
の
腰
よ
り
以
下
、
小
松
生

か
糸
つ
か
た

び
や
く
さ

う
。
腹
よ
り
以
上
、
ま
た
、
生
う
る
木
な
し
。
白
沙
、
山
を
成

よ

と
ど

せ
り
。
そ
の
筆
じ
登
る
者
、
腹
の
下
に
止
ま
り
て
、
上
に
達
る

く
だ

あ
い
っ
た

》
）
と
を
得
ず
、
白
沙
の
流
れ
下
る
を
も
ち
て
な
り
。
相
伝
う
、

や
元
こ
ド
レ

昔
、
役
の
居
士
と
い
う
も
の
あ
り
て
、
そ
の
頂
に
登
る
こ
と
を

ひ
た
い

つ

得
た
り
と
。
後
に
筆
じ
登
る
者
、
皆
、
額
を
腹
の
下
に
点
く
。

大
き
な
る
泉
あ
り
、
腹
の
下
よ
り
出
づ
。
つ
い
に
大
河
を
成
せ

す
い
か
ん
え
い
し
ゅ
く

り
。
そ
の
流
、
寒
暑
・
水
旱
に
も
、
盈
縮
あ
る
こ
と
な
し
。
山

く
に
ひ
と

い

の
東
の
脚
の
下
に
、
小
山
あ
り
。
土
俗
、
こ
れ
を
新
山
と
調
う
。

も
と

え
ん
り
や
く

う
ん
む
か
い
め
い

本
は
平
地
な
り
き
。
延
暦
二
十
一
年
三
月
に
、
雲
霧
晦
冥
、
十

日
に
し
て
後
に
山
を
成
せ
り
と
。
け
だ
し
神
の
造
れ
る
な
ら
む
。
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寛平6年(894）

六
月
二
十
一
日
、
出
羽
国
の
夷
俘
の
反
乱
に
備
え
、
駿
河
国
三
十

人
な
ど
東
海
・
東
山
両
道
の
諸
国
に
勇
敢
な
者
を
待
機
さ
せ
る
。

三
日
本
三
代
実
録
元
慶
二
年
六
月
二
十
一
Ⅱ
乙
酉
条

廿
一
日
乙
酉
（
中
略
）
勅
。
令
東
海
・
東
山
両
道
諸
国
、
簡
択
勇
敢

軽
鋭
、
須
侍
出
羽
国
奏
請
、
応
機
奔
赴
、
伊
勢
廿
人
、
参
河
廿
人
、

遠
江
十
人
、
駿
河
舟
人
、
甲
斐
廿
人
、
相
模
廿
人
、
武
蔵
州
人
、

下
総
州
人
、
常
陸
五
十
人
、
美
濃
舟
人
、
信
濃
州
人
、
令
相
模
国

（
１
）
（
２
）

送
綿
一
千
屯
出
羽
国
、
為
充
造
襖
断
也
、

勅
す
ら
く
、
東
海
・
東
山
両
道
の
諸
国
を
し
て
、
勇
敢
の
軽
鋭ほ

ん

を
簡
択
せ
し
め
、
出
羽
国
の
奏
請
を
ま
ち
て
、
機
に
応
じ
て
奔

ぶ

赴
せ
し
む
。
伊
勢
は
廿
人
、
参
河
は
廿
人
、
遠
江
は
十
人
、
酸

正
三
位
に
昇
叙
さ
れ
る
（
『
日
本
三
代
実
録
』
）
。
『
延
喜
式
』
臨
時
祭
・

神
名
上
で
は
名
神
大
社
。
「
ア
サ
マ
」
「
セ
ン
ゲ
ン
」
両
用
の
訓
を
付
す
。

三
六
号
参
照
。
富
士
山
を
御
神
体
と
す
る
。

元
慶
二
年
戊
戌
（
八
七
八
）

七
月
十
六
日
、
駿
河
国
な
ど
十
か
国
に
、
諸
院
・
諸
宮
・
諸
司
・

諸
家
使
な
ど
の
往
還
の
際
に
、
船
車
や
人
馬
の
強
制
的
な
雇
用
を

禁
止
す
る
。

（
１
）
巻
十
九
寛
平
六
年
七
月
十
六
日
太
政
官
符

二
類
聚
三
代
格
禁
制
事

（
頭
悲
）

「
延
十
雑
」

（
２
）

太
政
官
符

（
３
）

応
禁
止
諸
院
諸
宮
諸
司
諸
家
使
等
強
雇
往
還
船
車
人
馬
事

（
１
）
あ
お
・
細
で
つ
く
る
簡
便
な
甲
冑
。
綿
填
胄
と
も
い
う
。
兵
力
動

員
や
武
具
の
用
意
は
、
本
年
三
月
か
ら
九
月
ま
で
続
い
た
元
慶
の
乱
に

即
応
し
た
処
置
で
あ
ろ
う
。
（
２
）
「
断
」
は
料
の
誤
り
か
。

寛
平
六
年
甲
寅
（
八
九
四
）

河
は
州
人
、
甲
斐
は
廿
人
、
相
模
は
廿
人
、
武
蔵
は
川
人
、
下

総
は
川
人
、
常
陸
は
五
十
人
、
美
濃
は
舟
人
、
信
濃
は
舟
人
。

加
模
国
を
し
て
綿
一
千
屯
を
出
羽
国
に
送
ら
し
む
。
襖
を
造
る

断
（
料
ヵ
）
に
充
て
ん
が
た
め
な
り
。
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（
４
．
）
（
５
）

却
右
、
得
上
総
・
越
後
等
国
解
偶
、
得
諸
郡
調
綱
郡
司
井
雑
掌
綱
丁

く８年
等
解
僻
、
進
上
調
物
、
以
駄
為
本
、
運
漕
官
米
、
以
船
為
宗
、
而

６平
上
道
之
日
、
前
件
諸
院
等
使
、
結
党
路
頭
、
追
妨
駄
馬
、
率
類
津

寛

辺
、
覆
奪
運
船
、
於
是
、
有
心
逐
馬
、
無
顧
収
荷
、
官
物
致
欠
失

（
６
）

之
煩
、
綱
領
陥
逗
留
之
責
、
加
之
、
部
内
百
姓
差
預
綱
領
之
日
、

若
此
濫
悪
、
逃
鼠
他
境
、
国
之
弊
亡
、
莫
過
斯
焉
、
望
請
、
下
知

路
次
諸
国
、
永
休
民
愁
、
謹
請
官
裁
者
、
大
納
言
正
三
位
兼
行
左

近
衛
大
将
皇
太
子
傅
陸
奥
出
羽
按
察
使
源
朝
臣
能
有
宣
、
如
此
之

事
、
格
制
先
立
、
曾
無
懲
粛
責
任
国
宰
、
宜
下
知
尾
張
・
参
河
・

遠
江
・
駿
河
・
近
江
・
美
濃
・
越
前
・
加
賀
・
能
登
・
越
中
等
諸

国
、
特
施
厳
制
一
切
禁
断
、
若
有
強
雇
者
、
准
之
強
盗
、
科
罪
共

（
７
）

身
者
、
諸
国
承
知
、
膀
示
路
頭
津
辺
、
莫
令
重
然
、

（
８
）

寛
平
六
年
七
月
十
六
日

太
政
官
符
す
。

ま
さ
に
諸
院
・
諸
宮
・
諸
司
・
諸
家
の
使
等
、
往
還
の
船
、

車
・
人
・
馬
を
強
雇
す
る
を
禁
止
す
べ
き
事
。

右
、
上
総
・
越
後
等
の
国
の
解
を
得
る
に
僻
え
ら
く
、
諸
郡
の

ち
ょ
う
ど
う
ぐ
ん
じ

ざ
つ
し
よ
う
ご
う
ち
よ
う

い

調
綱
郡
司
井
ぴ
に
雑
掌
綱
丁
等
の
解
を
得
る
に
偶
え
ら
く
、

調
物
を
進
上
せ
む
こ
と
は
駄
を
も
っ
て
本
と
な
す
。
官
米
を
運

漕
せ
む
こ
と
は
船
を
も
っ
て
宗
と
な
す
。
し
か
る
に
上
道
の
日
、

前
件
の
諸
院
等
の
使
、
路
頭
に
党
を
結
び
駄
馬
を
追
妨
し
、
津

辺
に
類
を
率
い
運
船
を
覆
奪
す
。
是
に
於
い
て
、
心
は
馬
を
逐

う
に
あ
り
、
荷
を
収
む
る
を
顧
る
こ
と
な
し
。
官
物
は
欠
失
の

煩
を
致
し
、
綱
領
は
逗
留
の
責
に
陥
る
。
し
か
の
み
な
ら
ず
、

部
内
の
百
姓
は
綱
領
に
差
し
預
る
の
日
、
か
く
の
ご
と
く
濫
悪

ち
よ
う
ざ
ん

に
し
て
他
境
に
逃
鼠
し
、
国
の
弊
亡
、
こ
れ
に
過
ぐ
る
は
な
し
。

望
み
請
う
ら
く
は
、
路
次
の
諸
国
に
下
知
し
て
永
く
民
の
愁
い

を
休
ん
ぜ
ん
こ
と
を
。
謹
ん
で
官
裁
を
請
う
、
て
え
り
。
大
納

ふ

あ
ぜ
ち

言
正
三
位
兼
行
左
近
術
大
将
皇
太
子
側
陸
奥
出
羽
按
察
使
源
朝

臣
能
有
宣
す
。
か
く
の
ご
と
き
の
こ
と
、
格
制
先
に
立
つ
。
か

せ
め

っ
て
懲
粛
な
く
、
責
は
国
宰
に
任
ず
。
宜
し
く
尾
張
・
参
河
・

遠
江
・
駿
河
・
近
江
・
美
濃
・
越
前
・
加
賀
・
能
登
・
越
中
等

も

の
国
に
下
知
し
て
、
時
に
厳
制
を
施
し
一
切
禁
断
せ
よ
。
若
し
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延喜年間(901～923）

（
１
）
法
令
集
。
二
十
巻
。
編
者
不
詳
。
長
保
四
年
ｌ
寛
治
三
年
の
間
の

成
立
。
弘
仁
・
貞
観
・
延
喜
の
三
代
の
格
を
項
目
別
に
集
成
。
（
２
）
養

老
公
式
令
に
定
め
ら
れ
た
公
文
書
の
様
式
。
上
級
官
司
か
ら
直
属
の
被

官
官
司
に
命
令
す
る
も
の
・
単
に
官
符
と
も
い
う
。
》
）
の
場
合
は
公
卿

ら
が
政
策
を
審
議
す
る
太
政
官
か
ら
管
帖
の
諸
国
に
出
さ
れ
た
も
の
。

（
３
）
院
は
上
皇
、
宮
は
中
宮
・
東
宮
、
家
は
上
級
世
族
、
司
は
諸
腐
司

な
ど
を
示
し
、
そ
れ
ぞ
れ
が
家
政
機
関
と
家
雌
的
な
財
源
を
持
つ
一
）
と

が
認
め
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
家
政
機
関
の
所
領
に
派
迪
さ
れ
た
役
人

た
ち
は
、
貢
納
物
を
送
る
た
め
に
人
馬
を
強
制
的
に
雇
用
し
た
。
（
４
）

訓
町
な
ど
の
貢
納
物
を
都
に
送
る
責
任
者
と
な
っ
た
郡
司
。
（
５
）
貢
納

物
を
都
に
送
る
諸
国
の
責
任
者
。
国
司
が
担
当
。
（
６
）
郡
司
が
担
当
す

る
場
合
の
綱
丁
。
（
７
）
高
札
を
た
て
て
人
々
に
示
す
。
（
８
）
異
本
で
は

「
廿
六
日
」
と
な
っ
て
い
る
。

強
雇
す
る
も
の
あ
ら
ぱ
、

て
え
り
。
諸
国
承
知
し
、

し
む
る
こ
と
な
か
れ
・

強
盗
に
准
じ
て
其
の
身
に
科
罪
せ
よ
、

ぽ
う
じ
し
か

路
頭
津
辺
に
膀
示
し
、
重
ね
て
然
ら

こ
の
頃
に
成
立
し
た
「
竹
取
物
語
」
で
は
、
か
ぐ
や
姫
か
ら
も
ら

っ
た
不
老
不
死
の
薬
を
富
士
山
で
燃
や
し
た
と
伝
え
る
。

（
１
）

一
三
竹
取
物
語
十
ふ
じ
の
山
（
む
す
び
）

そ
の
後
、
翁
・
女
、
血
の
涙
を
流
し
て
惑
へ
ど
か
ひ
な
し
、
あ
の

書
き
を
き
し
文
を
読
み
剛
か
せ
け
れ
ど
、
「
な
に
せ
む
に
か
命
も

お
し
か
ら
む
、
た
が
為
に
か
、
何
事
も
用
も
な
し
」
と
て
、
薬
も

食
は
ず
、
や
が
て
起
き
も
あ
が
ら
で
病
み
臥
せ
り
、
中
将
、
人
々

引
き
具
し
て
帰
り
ま
い
り
て
、
か
ぐ
や
姫
を
、
え
戦
ひ
止
め
ず
成

り
ぬ
る
事
、
〉
）
ま
人
‐
～
と
奏
す
、
薬
の
壷
に
御
文
そ
へ
、
ま
い
ら

す
、
ひ
ろ
げ
て
御
覧
じ
て
、
い
と
い
た
く
あ
は
れ
が
ら
せ
給
ひ
て
、

物
も
き
こ
し
め
さ
ず
、
御
遊
び
な
ど
も
な
か
り
け
り
、
大
臣
、
上

（
２
）

達
を
召
し
て
、
「
い
づ
れ
の
山
か
天
に
近
き
」
と
間
は
せ
給
ふ
に
、

あ
る
人
奏
す
、
「
駿
河
の
国
に
あ
る
な
る
山
な
ん
、
〉
）
の
都
も
近

く
、
天
も
近
く
侍
る
」
と
奏
す
、
》
）
れ
を
聞
か
せ
給
ひ
て
、

逢
ふ
こ
と
も
涙
に
う
か
ぶ
我
身
に
は
死
な
ぬ
く
す
り
も
何
に

延
喜
年
間
（
九
○
一
’
九
二
三
）
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延喜14年(914）

か
は
せ
む

か
の
奉
る
不
死
の
薬
に
、
又
、
壺
具
し
て
、
御
使
に
賜
は
す
、
勅

（
３
）

使
に
は
、
つ
き
の
い
は
か
さ
と
い
ふ
人
を
召
し
て
、
駿
河
の
国
に

あ
な
る
山
の
頂
に
も
て
つ
く
今
へ
き
よ
し
仰
せ
給
ふ
、
嶺
に
て
す
べ

き
や
う
教
へ
さ
せ
給
ふ
、
御
文
、
不
死
の
薬
の
壷
な
ら
尋
へ
て
、
火

を
つ
け
て
燃
や
す
べ
き
よ
し
仰
せ
給
ふ
、
そ
の
よ
し
う
け
た
ま
は

り
て
、
つ
は
も
の
ど
も
あ
ま
た
具
し
て
山
へ
登
り
け
る
よ
り
な
ん
、

（
４
）

そ
の
山
を
ふ
じ
の
山
と
は
名
づ
け
上
る
、
そ
の
煙
い
ま
だ
雲
の
中

へ
た
ち
上
る
と
ぞ
言
ひ
伝
へ
た
る
、

（
１
）
平
安
時
代
の
物
語
。
二
巻
。
作
者
不
詳
。
十
世
紀
初
頭
ご
ろ
の
成

立
。
「
竹
取
の
翁
の
物
語
」
「
か
ぐ
や
姫
の
物
語
」
と
も
い
う
。
こ
の
部

分
は
か
ぐ
や
姫
が
月
に
帰
っ
た
後
の
後
日
談
。
（
２
）
か
ん
だ
ち
。
三
位

以
上
の
上
級
官
人
。
（
３
）
伝
不
詳
。
「
つ
き
」
は
調
で
、
『
聖
徳
太
子
伝

暦
』
に
み
え
る
聖
徳
太
子
の
舎
人
で
、
太
子
の
神
馬
と
と
も
に
富
士
山

を
飛
翔
し
た
調
使
麿
と
関
係
す
る
か
。
（
４
）
こ
の
物
語
で
は
不
老
不
死

の
薬
を
山
頂
で
燃
や
し
た
》
）
と
に
ち
な
み
富
士
山
の
名
が
付
せ
ら
れ
た

と
す
る
が
、
「
富
士
山
記
」
（
三
○
号
）
は
富
士
郡
の
郡
名
に
ち
な
む
と
す

六
月
十
三
日
、
駿
河
国
の
申
請
に
よ
り
、
国
内
の
逓
送
が
頻
繁
で
、

駅
子
が
疲
弊
し
て
い
る
た
め
国
司
・
公
使
の
交
通
を
制
限
す
る
。

（
１
）

一
重
別
聚
符
宣
抄
延
禅
十
四
年
六
月
十
三
日
太
政
官
符

（
頭
書
）

「
応
停
止
諸
国
司
井

公
使
等
取
柾
道
事
」

（
２
）

太
政
宮
符
駿
河
国
司

（
３
）
（
４
）

応
停
止
諸
国
司
丼
公
使
等
取
狂
道
事

（
５
）

右
、
得
彼
国
去
正
月
廿
五
日
解
僻
、
謹
検
案
内
、
ｎ
Ⅱ
ｕ
伝
数
多
、

逓
送
甚
繁
、
因
鼓
駅
子
逃
亡
、
無
人
従
役
、
ｎ
Ｕ
年
交
替
之
日
、

所
在
伝
馬
之
元
実
八
十
余
疋
、
詔
使
ｎ
Ｕ
定
已
畢
、
方
今
、
可
赴

山
道
諸
国
司
等
、
申
請
柾
道
官
符
、
向
於
任
所
、
路
次
郡
駅
、
煩

擾
弥
倍
、
就
中
、
五
位
守
介
、
所
用
夫
馬
、
其
数
不
少
、
価
借
雇

部
内
人
馬
、
昨
日
送
前
駅
、
未
帰
之
間
、
今
朝
重
以
到
来
、
袰
以

一
駅
夫
馬
、
経
過
多
許
程
、
或
以
倒
死
、
或
以
不
帰
、
凡
彼
使
等

行
事
、
苛
酷
多
端
、
請
取
人
夫
、
即
号
質
物
、
極
寒
之
間
、
則
剥

延
喜
十
四
年
甲
戌
（
九
一
四
）

る
。
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延喜14年(914）

取
衣
裳
、
不
充
根
食
、
令
担
重
荷
、
経
日
送
夜
、
不
堪
飼
寒
、
死

中
途
輩
、
不
可
勝
計
、
人
民
之
愁
、
無
甚
於
斯
、
望
請
、
官
裁
、

被
停
止
取
柾
道
、
将
絶
部
内
之
騒
者
、
大
納
言
正
三
位
兼
行
左
近

衛
大
将
藤
原
朝
臣
忠
平
宣
、
奉
勅
、
依
請
者
、
国
宜
承
知
依
宣
行

之
、
符
到
奉
行
、

左
中
弁
藤
原
朝
臣

左
大
史
御
船
宿
禰

延
喜
十
四
年
六
月
十
三
日

太
政
官
符
す
、
駿
河
国
司
。

お
う
ど
う

ま
さ
に
諸
国
司
な
ら
び
に
公
使
等
、
柾
道
を
取
る
を
停
止
す

べ
き
事
。

さ
ん

い

右
、
彼
の
国
の
去
ぬ
る
正
月
二
十
五
Ⅱ
の
解
を
得
る
に
僻
え
ら

あ
な
い

あ
ま
た

て
い
そ
う

く
、
謹
し
ん
で
案
内
を
検
ず
る
に
、
Ｕ
伝
数
多
に
し
て
逓
送

し
げ

は
な
は
だ
繁
し
。
こ
こ
に
よ
り
て
駅
子
逃
亡
し
て
人
役
に
従
ふ

む
じ
つ

な
し
。
ｎ
Ｕ
年
交
替
の
日
、
所
在
の
伝
馬
の
元
実
八
十
余
疋

い
ま

な
り
。
詔
使
、
Ｕ
定
め
す
で
に
お
わ
ん
ぬ
。
方
今
、
山
道
に

お
う
ど
う

赴
く
．
へ
き
諸
国
司
等
、
柾
道
の
官
符
を
申
し
請
い
任
所
に
向
か

は
ん
じ
よ
う

う
。
路
次
の
郡
駅
、
煩
援
す
る
こ
と
い
よ
い
よ
倍
す
。
な
か
ん

づ
く
、
五
位
の
守
・
介
用
う
る
所
の
夫
馬
、
そ
の
数
少
な
か
ら

ず
、
よ
っ
て
部
内
の
人
馬
を
借
り
雇
ひ
、
昨
日
前
駅
に
送
り
い

ま
だ
帰
ら
ざ
る
の
間
今
朝
重
ね
て
も
っ
て
到
来
す
。
ゞ
）
こ
に
一

駅
の
夫
馬
を
も
っ
て
多
く
の
許
程
を
経
過
し
、
あ
る
い
は
も
っ

た
お

て
什
れ
死
し
あ
る
い
は
も
っ
て
帰
ら
ず
。
お
ょ
そ
か
の
使
等
の

行
う
事
、
苛
酷
多
端
に
し
て
、
人
夫
を
請
ひ
取
る
に
す
な
わ
ちろ

う

質
物
と
号
し
、
極
寒
の
間
、
す
な
わ
ち
衣
裳
を
剥
ぎ
取
り
て
鞭

し
ょ
く

食
を
充
て
ず
。
重
荷
を
担
わ
し
め
、
日
を
経
て
夜
を
送
る
。
中

途
に
死
す
る
の
輩
、
あ
げ
て
計
う
べ
か
ら
ず
。
人
民
の
愁
、
ゞ
）

お
う
ど
う

れ
よ
り
甚
し
き
こ
と
な
し
。
望
み
請
う
ら
く
は
官
裁
し
て
柾
道

を
取
る
を
停
止
せ
ら
れ
、
ま
さ
に
部
内
の
騒
を
絶
た
ん
と
す
、

て
え
り
。
大
納
言
正
三
位
兼
行
左
近
衛
大
将
藤
原
朝
臣
忠
平
宣

す
、
勅
を
奉
る
に
請
ふ
に
よ
れ
、
て
え
り
。
国
宜
し
く
承
知
し
、

宣
に
よ
り
て
こ
れ
を
行
え
。
符
到
ら
ぱ
奉
行
せ
よ
。
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延長5年(927）

（
１
）
巻
九

三
延
喜
式
神
祇
九

神
名
上
牽
細
内
議
榊
道

天
神
地
祗
惣
三
千
一
百
ｍ

社
二
千
八
百
六
十
房

前
二
百
七
十
一
座

大
四
百
九
十
二
座

百
川

こ
の
年
、
駿
河
国
駿
河
郡
内
の
式
内
社
二
座
を
定
め
る
。

（
１
）
平
安
時
代
の
法
令
集
。
一
巻
。
編
者
・
成
立
年
代
と
も
に
不
詳
。

延
喜
二
年
か
ら
天
禄
二
年
に
至
る
官
符
・
宣
旨
類
を
類
聚
。
（
２
）
律
令

制
下
の
地
方
行
政
区
画
で
あ
る
国
を
支
配
し
た
役
人
。
守
・
介
・
橡
・

目
の
四
等
官
。
（
３
）
駅
馬
を
使
用
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
公
の
使
者
。

（
４
）
回
り
道
。
官
符
に
よ
れ
ば
東
山
道
諸
国
に
赴
任
す
べ
き
国
司
ら
が

回
り
道
し
て
東
海
道
経
由
で
赴
任
す
る
こ
と
を
い
う
。
（
５
）
「
件
国
駅
」

か
。延

長
五
年
丁
亥
（
九
二
七
）

三
百
四
座
蝕
羅
鰄
悴
切
欣
舗
鑑
跨
禮
逢
鐸
上

二
座

一
処

神
名
上

一
百
八
十
八
座
粒
嘩
締

小
二
千
六
百
冊
座

四
百
冊
三
座
識
砺
討
癖

二
千
二
百
七
座
郵
恥
締

（
中
略
）

駿
河
国
廿
二
座
牡
作
趣
座

（
中
略
）

ｆ

駿
河
郡
二
座
咽

（
２
）

丸
子
神
社

（
１
）
古
代
の
法
令
集
。
五
十
巻
。
藤
原
時
平
・
藤
原
忠
平
ら
の
編
。
延

長
五
年
成
立
。
律
令
に
対
す
る
施
行
細
則
で
あ
る
式
を
集
成
。
『
弘
仁

式
』
や
『
貞
観
式
』
を
増
補
改
訂
。
（
２
）
「
ま
る
宕
匡
「
ま
り
〉
こ
の
訓

が
あ
る
。
沼
津
市
丸
子
町
の
丸
子
神
社
に
比
定
さ
れ
る
。
（
３
）
「
も
も

さ
わ
」
の
訓
が
あ
る
。
長
泉
町
元
長
窪
の
桃
沢
神
社
、
沼
津
市
青
野
の

桃
沢
神
社
、
愛
鷹
山
山
頂
の
愛
鷹
神
社
に
比
定
す
る
説
が
あ
る
。

（
３
）

桃
沢
神
社
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延蛙5年(927）

こ
の
年
、
駿
河
国
の
管
郡
、
国
の
等
級
な
ど
を
定
め
る
。

二
〈
延
喜
式
嶢
維
社
一

東
海
道（

中
略
）

駿
河
睡
塁
管
幟
犀

（
１
）
駿
河
国
が
国
の
等
級
の
う
ち
上
国
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
等
級
に

は
大
国
・
上
国
・
中
国
・
下
国
の
四
等
級
が
あ
る
。
等
級
の
基
準
と
し

て
は
田
積
・
戸
数
・
管
郡
数
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
が
不
詳
。
（
２
）
駿
河

国
が
都
か
ら
の
遠
近
で
区
分
す
れ
ば
中
国
に
属
す
る
一
）
と
を
示
す
。
近

国
・
中
国
・
遠
国
の
三
区
分
が
あ
る
。
相
模
以
東
は
遠
国
と
さ
れ
た
。

訓
府
の
納
入
期
限
は
区
分
に
よ
り
異
な
る
。
『
延
喜
式
』
主
計
上
に
よ

れ
ば
、
都
か
ら
駿
河
国
ま
で
の
行
程
は
上
り
が
十
八
日
、
下
り
が
九
Ⅱ

と
規
定
さ
れ
た
。
上
り
が
倍
に
な
る
の
は
貢
納
物
の
持
参
が
前
提
と
な

（
中
略
）

（
２
）

右
為
中
国

っ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。

'Y益
士頭

有
度
安
倍

駿
河

こ
の
年
、
駿
河
国
の
駅
馬
・
伝
馬
を
定
め
る
。

一
一
一
七
延
喜
式
建
忙
計
八

（
頭
普
）

「
駅
伝
」

諸
国
駅
伝
馬

（
中
略
）

東
海
道（

中
略
）

（
１
）

駿
河
国
駅
馬
計
釧
疋
枇
御
走
雌
砕
茄
脈
踵
倉

（
２
）

益
頭
安
倍
臓
原
常
士
駿

伝
馬
維
井
枇
走
駅
綿
五
疋

（
１
）
二
六
号
参
照
。
（
２
）
二
九
号
参
照
。
（
３
）
伝
馬
は
郡
家
や
交
通
の

要
地
の
駅
家
に
設
世
さ
れ
た
。
駿
河
郡
家
は
沼
津
市
内
に
比
定
さ
れ
る

が
詳
細
は
不
詳
で
あ
る
。

45



承平年間(931～937）

承
平
年
中
、
「
和
名
抄
」
に
駿
河
郡
内
の
郷
名
が
み
え
る
。

’
一
一
九
和
名
類
聚
拠
確
誌
山
熱
軽
部
第
一

こ
の
年
、
駿
河
国
の
牧
を
定
め
る
。

’
一
一
八
延
喜
式
轄
誰
計
八

（
頭
書
）

「
諸
国
牧
」

諸
国
馬
牛
牧

（
１
）

駿
河
国
輌
識
癖
雄
蘇

（
中
略
）

右
、
諸
牧
馬
五
六
歳
、
牛
四
五
歳
、
毎
年
進
左
右
馬
寮
、

く
し
す
り
く
さ
き
り

各
備
柿
刷
劉
、
其
西
海
丙
諸
国
、
送
太
宰
府
、
但
帳

（
１
）
左
右
馬
寮
に
馬
を
貢
進
し
た
諸
国
の
官
牧
の
一
つ
・
沼
津
市
大
岡

付
近
に
比
定
さ
れ
る
。
後
の
大
岡
荘
に
継
承
さ
れ
る
。
二
四
・
五
○
号

参
照
。

承
平
年
間
（
九
三
一
’
九
三
七
）

進
省

郷
里
部
第
一
蝿
幟
輌
潅
膨

駿
河
郷
第
七
十
九

（
中
略
）

駿
河
郷
第
七
十
九

（
中
略
）

（
２
）

駿
河
郡
柏
原

是
鐸
雑
豆
玉
樺
活
末

（
６
）

玉
作

橦
起
輩
砿
波
駿
岻

（
、
）
（
ｕ
）
（
翅
）

完
人
永
倉
宇
良

（
１
）
わ
が
国
最
初
の
百
科
辞
書
。
十
巻
ま
た
は
二
十
巻
。
源
順
編
。
承

平
年
間
の
成
立
。
醍
醐
天
皇
皇
女
勤
子
内
親
王
の
命
に
よ
り
作
成
さ
れ

た
。
二
十
巻
本
に
国
郡
部
が
あ
り
、
十
世
紀
の
地
方
行
政
単
位
を
示
す

基
本
史
料
。
郷
里
名
に
つ
い
て
は
諾
本
間
に
記
赦
順
や
郷
数
、
訓
な
ど

の
異
同
が
あ
る
。
諸
本
の
中
で
は
高
山
寺
本
が
原
本
に
近
い
。
（
２
）
か

し
わ
ぱ
ら
。
二
九
号
参
照
。
（
３
）
や
つ
め
。
一
号
参
照
。
（
４
）
》
）
ま
つ
・

御
殿
場
市
新
橋
・
東
田
中
付
近
、
小
山
町
付
近
な
ど
に
比
定
。
堅
魚
木

簡
に
よ
れ
ば
海
岸
部
か
。
別
編
木
簡
の
部
五
・
三
一
号
参
照
。
（
５
）
ふ

ふ
る
さ
わ

ふ
る
し
ろ

る
い
え
。
御
殿
場
市
古
沢
付
近
、
小
山
町
下
古
城
・
上
古
城
付
近
、
沼

（
５
）

古
家

（
９
）

山
埼
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天暦10年(956）

駿
玉柏河
造原郡

柏原
駿
河
国
第
七
十
九

（
中
略
）訓

津
波

玉
造
》
唖
都

ｇ
倭
名
類
聚
抄
酷
誌
東
急
記
念
文
庫
本

津
市
原
付
近
な
ど
に
比
定
。
堅
魚
木
簡
に
よ
れ
ば
海
岸
部
か
。
別
編
木

簡
の
部
六
・
二
四
’
二
八
号
参
照
。
（
６
）
た
ま
つ
く
り
。
沼
津
市
上
香

貫
・
下
香
貫
付
近
、
清
水
町
玉
川
付
近
な
ど
に
比
定
。
九
号
・
別
編
木

簡
の
部
七
・
八
号
参
照
。
（
７
）
ょ
こ
は
し
り
。
二
九
号
参
照
。
（
８
）
す

な
め
り

る
が
。
沼
津
市
原
・
井
手
・
平
沼
付
近
、
長
泉
町
納
米
里
付
近
、
沼
津

市
大
岡
の
日
吉
付
近
な
ど
に
比
定
。
郡
家
所
在
郷
と
も
さ
れ
る
。
（
９
）

や
ま
さ
き
。
沼
津
市
岡
一
色
か
ら
西
沢
田
付
近
に
比
定
。
（
、
）
し
し
ひ

と
。
沼
津
市
獅
子
浜
付
近
に
比
定
。
（
ｕ
）
な
が
く
ら
。
二
六
号
参
照
。

ま
か
ど

（
咽
）
う
ら
。
沼
津
市
原
付
近
、
沼
津
市
東
間
門
・
西
間
門
・
大
諏
訪
・

小
諏
訪
付
近
、
沼
津
市
今
沢
・
松
長
・
大
諏
訪
・
小
諏
訪
付
近
な
ど
に

比
定
。
別
細
木
簡
の
部
二
○
’
二
三
号
参
照
。

矢
集
却
都
子
松
締
万
古
家
恥
開

横
走
善
壁
波
駿
河
山
埼
馳
挿

六
月
二
十
一
日
、
駿
河
国
司
、
治
安
維
持
の
た
め
、
国
郡
司
の
帯

剣
を
申
請
し
、
許
可
さ
れ
る
。

（
１
）
巻
二
十
二
天
暦
十
年
六
月
二
十
一
日
駿
河
国
司
解

里
朝
野
群
載
諸
国
雑
事
上

四
一
和
名
類
聚
抄
膳
浄
古
屋
市
博
本

国
郡
部
第
十
一

（
中
略
）

◎
東
海
道
十
五
筒
国

〆
に
、
川
肖

へ
恥
Ｍ
１
〃
今
脚
ノ

『
七
』

◎
憾
河
国
噌
七
訓
劫
汗
転
十
涯
鋤
拒
型
栢
恥
砒
私
歩
雑
罫
珊
垂
升
ユ
函
へ
杼
涯

一
ｊ

行
程
上
十
八

日
下
九
日

、

駿

↑柵
…

山柏
崎原

天
暦
十
年
丙
辰
（
九
五
六
）

宍
人
畦
，
鱈
、
氷
倉
橇
鋤
宇
良

ヤ
ッ
メ

矢
集

完
人

､ →司

氷ナー

倉松；

ヨ
コ
ハ
シ
川
ｒ

古
家
玉
作
横
走
駿
河

宇
良
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の
国
司
以
下
申
帯
剣

戸
。

Ｏ
／

（
２
）

鋼
駿
河
国
司
解
申
請
官
裁
事

０陣
請
因
准
諸
国
例
、
被
令
川
司
井
郡
司
雑
任
柵
剣
状

天
右
、
謹
検
案
内
、
当
国
西
作
遠
江
国
榛
原
郡
、
東
承
相
模
国
足
柄

（
３
）

関
、
況
復
川
内
帯
清
兄
・
横
走
両
関
、
坂
東
暴
戻
之
類
、
得
地
往

反
、
隣
国
野
猪
之
徒
、
占
境
栖
集
、
侵
害
屡
闘
、
奪
撃
自
発
、
百

姓
不
安
、
境
内
元
静
、
同
宰
守
官
符
旨
、
勘
糺
好
犯
之
輩
、
不
帯

弓
箭
、
無
便
追
補
、
近
則
、
管
益
頭
郡
司
伴
成
正
・
判
官
代
永
原

忠
藤
等
、
去
天
暦
八
年
、
被
殺
害
、
介
橘
朝
臣
忠
幹
、
去
年
、
被

殺
害
也
、
是
或
拒
桿
公
事
、
或
忽
結
私
怨
、
往
々
所
侵
也
、
重
検

傍
例
、
甲
斐
・
信
泄
等
国
、
雌
云
不
置
関
川
、
去
承
平
・
天
慶
之

（
４
）

間
、
任
国
申
請
、
已
被
裁
許
、
此
国
已
帯
両
関
、
何
不
申
請
、
加

以
不
可
捕
糺
私
榊
兵
仗
之
輩
、
及
勤
行
馨
固
之
状
、
官
符
重
畳
、

若
無
弓
矢
之
儲
、
何
禦
非
常
之
危
、
望
請
、
官
裁
、
準
諸
国
例
、

被
裁
許
件
帯
剣
、
将
無
不
慮
之
備
、
価
録
事
状
謹
請
官
裁
謹

万
浮
一
，
、

角

天
暦
十
年
六
月
廿
一
日

件
帯
剣
事
、
同
年
十
年
廿
一
日
、
中
納
言
師
尹
宣
奉
勅
依
帽

上
月
、

雪
一
口

国
司
以
下
帯
剣
を
申
す
、

駿
河
国
司
解
し
申
し
請
う
官
裁
の
事
。

い
ん
じ
ゅ
ん

ぞ
う
に
ん

諸
国
の
例
に
因
准
し
、
国
司
な
ら
び
に
郡
司
雑
任
を
し
て
帯

剣
せ
し
め
ら
れ
ん
こ
と
を
請
う
。

あ
な
い

右
、
謹
し
ん
で
案
内
を
検
ず
る
に
、
当
国
、
西
は
遠
江
国
榛
原

郡
と
な
し
、
東
は
相
模
国
足
柄
関
を
承
く
。
い
わ
ん
や
ま
た
、

ほ
う
れ
い

国
内
に
清
見
・
横
走
の
両
関
を
帯
す
。
坂
東
の
暴
戻
の
類
、
地

か
ん
か
つ

せ
い
し
ゆ
う

を
得
て
往
反
し
、
隣
国
の
軒
柵
の
徒
、
境
を
占
め
て
栖
集
す
。

侵
害
し
ば
し
ば
闘
い
、
奪
撃
自
ら
発
す
。
百
姓
安
か
ら
ず
、
境

内
静
な
る
こ
と
な
し
。
国
宰
官
符
の
旨
を
守
り
、
好
犯
の
輩
を

き
ゅ
う
せ
ん

つ
い
ぶ

勘
糺
す
る
に
、
弓
箭
を
帯
せ
ず
、
追
捕
に
便
な
し
。
近
く
は
す

な
わ
ち
管
益
頭
郡
司
伴
成
正
・
判
官
代
永
原
忠
藤
等
、
去
ぬ
る

天
暦
八
年
殺
害
せ
ら
れ
、
介
橘
朝
臣
忠
幹
去
年
殺
害
せ
ら
る
る

き
よ
か
ん

な
り
。
こ
れ
あ
る
い
は
公
事
を
拒
桿
し
あ
る
い
は
た
ち
ま
ち
に



天元2年(979）

（
１
）
官
人
執
務
に
必
要
な
詩
文
・
官
符
・
書
札
な
ど
を
分
類
。
三
十
巻

の
う
ち
二
十
一
巻
が
現
存
す
る
。
三
善
為
康
編
。
永
久
四
年
成
立
、
長

承
元
年
頃
に
増
補
。
平
安
中
期
の
地
方
政
治
を
知
る
基
本
史
料
。
（
２
）

し
え
ん

ぽ
う
れ
い

私
怨
を
結
び
、
性
々
に
侵
す
所
な
り
。
重
ね
て
傍
例
を
検
ず
る

に
、
甲
斐
・
信
濃
等
の
国
、
関
門
を
置
か
ず
と
い
へ
ど
も
、
去

ぬ
る
承
平
・
天
慶
の
間
、
国
の
申
請
に
任
せ
す
で
に
裁
許
せ
ら

る
。
こ
の
国
す
で
に
両
関
を
帯
す
。
何
ぞ
申
請
せ
ざ
ら
ん
や
。

ひ
ょ
う
じ
よ
う

し
か
の
み
な
ら
ず
、
私
に
兵
仗
を
帯
す
る
の
輩
を
捕
え
糺
し
、

ち
ょ
う
じ
よ
う

及
び
警
固
を
勤
行
す
べ
き
の
状
、
官
符
重
畳
た
れ
ど
も
、
も

も
う
け

ふ
せ

し
弓
矢
の
儲
な
く
ん
ば
何
ぞ
非
常
の
危
を
禦
が
ん
や
。
望
み
請

う
ら
く
は
、
官
裁
し
て
諸
国
の
例
に
準
じ
て
件
の
帯
剣
を
裁
許

せ
ら
れ
、
ま
さ
に
不
胆
の
備
え
と
な
さ
ん
と
す
る
こ
と
を
。
よ

っ
て
事
の
状
を
録
し
て
謹
ん
で
官
裁
を
請
う
。
謹
ん
で
解
す
。

天
暦
十
年
六
Ⅱ
汁
一
Ⅱ

件
の
帯
剣
の
事
、
同
年
十
月
廿
一
日
、
中
納
言
師
尹
宣
す
。

勅
を
奉
る
に
請
う
に
よ
れ
。

こ
の
年
、
平
兼
盛
、
駿
河
守
と
し
て
下
向
し
、
横
走
の
関
な
ど
を

詠
む
。

（
１
）
一
三
九
・
一
四
○

里
平
兼
盛
集
○
宮
内
庁
書
陵
部
木

す
る
が
な
り
け
る
物
の
男
い
づ
と
い
ふ
所
に
か
よ
ふ
が
、
さ

き
に
人
ま
う
け
て
も
と
の
人
の
も
と
に
は
ま
か
ら
ざ
り
け
れ

ば
、
神
に
う
れ
へ
侍
り
け
る
う
れ
へ
ぶ
み
に
は
し
は
べ
り
け

る
、
兼
盛

（
２
）

よ
こ
は
し
り
き
よ
み
が
関
の
か
よ
ひ
ぢ
に
い
づ
と
い
ふ
こ
と
は
な

が
く
と
ど
め
つ

と
あ
り
け
れ
ば
、
し
げ
ゆ
き
か
へ
し
、

律
令
に
定
め
ら
れ
た
公
文
書
様
式
。
所
管
被
官
関
係
に
あ
る
官
司
間
で

上
申
に
用
い
ら
れ
る
。
（
３
）
設
間
年
代
や
横
走
駅
と
の
関
係
は
不
明
。

足
柄
峠
を
挟
ん
で
東
側
の
足
柄
関
は
『
類
聚
三
代
格
』
所
引
の
昌
泰
二

年
九
月
十
九
日
太
政
官
符
に
設
世
記
事
が
あ
る
。
（
４
）
平
将
門
の
乱
を

い
麓
フ
０

天
元
二
年
乙
卯
（
九
七
九
）
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艮保元年(999）

（
１
）

患
本
朝
世
紀
長
保
元
年
三
月
七
日
庚
申
条

（
２
）
（
３
）
（
４
）

七
日
庚
申
、
（
中
略
）
午
後
、
左
大
臣
・
右
大
臣
・
内
大
臣
・
着
左

（
５
）

仗
座
、
召
神
祇
官
丼
陰
陽
寮
、
仰
云
、
駿
河
国
言
上
解
文
云
、
日

者
、
不
字
御
山
焼
由
、
何
崇
者
、
即
卜
申
云
、
若
怪
所
、
有
兵
革

（
６
）

疾
疫
事
欺
者
、

三
月
七
日
、
駿
河
国
が
言
上
し
た
富
士
山
の
噴
火
を
、
近
衛
の
陣

で
公
卿
ら
が
評
議
し
た
と
こ
ろ
、
兵
乱
・
疫
病
の
予
兆
と
の
結
果

が
で
る
。

関
す
ゑ
ぬ
空
に
心
の
か
ょ
ひ
な
ぱ
身
を
と
ど
め
て
も
か
ひ
や
な
か

わ
ん長

保
元
年
乙
亥
（
九
九
九
）
長
徳
五
年
一
月
十
三
Ｈ
改
元

（
１
）
平
兼
盛
（
？
Ｉ
正
暦
元
）
の
私
歌
集
。
一
冊
。
兼
盛
は
光
孝
平
氏
の

出
身
。
三
十
六
歌
仙
の
一
人
。
天
元
元
年
に
駿
河
守
と
し
て
下
向
、
歌

を
詠
む
。
（
２
）
前
号
参
照
。

こ
の
頃
、
清
少
納
言
、
有
名
な
関
所
の
名
の
ひ
と
つ
と
し
て
横
走

の
関
を
あ
げ
る
。

（
１
）

皇
枕
草
子
百
十
一
段

お
お
さ
か
す
ま
す
ず
か
く
ぎ
た
し
ら
か
わ

関
は
、
逢
坂
・
須
磨
の
関
・
鈴
鹿
の
関
・
岫
由
の
関
・
白
河
の
関
、

（
１
）
平
安
期
の
歴
史
書
。
藤
原
通
憲
編
。
成
立
は
久
安
六
年
ｌ
平
治
元

年
の
側
・
宇
多
天
皇
か
ら
近
衛
天
皇
ま
で
の
十
八
代
を
編
年
休
で
記
す
。

現
存
部
分
は
近
衛
天
皇
紀
が
中
心
で
欠
失
部
分
が
多
い
。
（
２
）
藤
原
道

長
。
（
３
）
藤
原
瓶
光
。
（
４
）
藤
原
公
季
。
（
５
）
四
二
号
参
照
。
（
６
）
者

は
「
て
え
り
」
と
訓
み
、
引
用
文
部
分
を
示
す
。

長
保
三
年
辛
丑
（
一
○
○
一
）

午
後
、
左
大
臣
・
右
大
臣
・
内
大
臣
、
左
仗
の
座
に
着
す
。
神

お
ん
ぶ
よ
う
り
よ
う

祇
官
な
ら
び
に
陰
陽
寮
を
召
し
て
仰
せ
て
云
わ
く
、
駿
河
国

こ
ん
じ
よ
う
げ
ふ
承

の
言
上
せ
る
解
文
に
云
わ
く
、
日
ご
ろ
不
字
の
御
山
焼
く
の
由
、

何
の
崇
り
か
、
て
え
り
、
す
な
わ
ち
卜
し
申
し
て
云
わ
く
、
も

し
く
は
怪
し
む
所
は
兵
革
・
疾
疫
の
事
あ
る
か
、
て
え
り
。
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長久元年(1040）

二
月
十
日
、
駿
河

呉
日
本
紀
略

十
日
丙
午
、
又
駿

起
自
峯
至
山
脚
、 駿

河

こ
ろ
も

衣
の
関
、
た
だ
ご
え
の
関
は
、
は
ば
か
り
の
関
と
、
た
と
し
へ
な

（
２
）

く
こ
そ
お
ぽ
ゆ
れ
、
横
は
し
り
の
関
・
清
見
が
関
・
み
る
め
の

関
・
よ
し
よ
し
の
関
濤
）
そ
、
い
か
に
思
ひ
返
し
た
る
な
ら
ん
と
、

な
こ
そ

い
と
知
ら
ま
ほ
し
け
れ
、
そ
れ
を
勿
来
の
関
と
い
ふ
に
や
あ
ら
ん
、

逢
坂
な
ど
を
、
さ
て
恩
ひ
か
へ
し
た
ら
ん
は
、
わ
び
し
か
り
な
ん

か
し
、

ご
ん
じ
よ
う

ま
た
駿
河
国
言
上
す
。
去
年
十
二
月
十
六
日
、
富
士
山
に
火
あ

長
元
六
年
癸
酉
（
一
○
三
三
）

（
１
）
平
安
中
期
の
随
蛾
。
二
巻
。
沽
少
納
言
作
。
長
保
三
年
頃
の
成
立
。

（
２
）
四
二
号
参
照
。国

、
去
年
十
二
月
の
富
士
山
噴
火
を
報
告
す
る
。

紀
略
長
元
六
年
二
月
十
日
丙
午
条

又
駿
河
Ⅲ
言
上
、
去
年
十
二
月
十
六
日
富
士
山
火
、

九
月
四
日
、
交
通
の
妨
げ
と
な
っ
て
い
た
駿
河
国
な
ど
三
か
国
の

関
所
を
廃
止
す
る
。

（
１
）

里
春
記
長
久
元
年
九
月
丙
辰
（
四
日
）
条

丙
辰
、
早
旦
依
召
参
御
前
（
中
略
）
予
申
云
、
三
箇
国
申
請
事
、

蠅
謝
鞭
聯
直
可
宣
下
由
被
仰
也
（
中
略
）
仰
云
、
三
箇
国
事
早

可
仰
下
、

早
旦
、
召
し
に
よ
り
御
前
に
参
る
。
（
中
略
）
予
申
し
て
云
わ
く
、

三
箇
国
の
申
請
の
事
判
“
か
即
一
也
を
蝿
姻
た
だ
ち
に
宣
下
す
べ
き

の
由
、
仰
せ
ら
る
る
な
り
。
（
中
略
）
仰
せ
て
云
わ
く
、
三
箇
国

の
事
、
早
く
仰
せ
下
す
べ
し
。

長
久
元
年
庚
辰
（
一
○
四
○
）
長
暦
四
年
十
一
月
十
日
改
元

（
１
）
参
議
春
宮
権
大
夫
藤
原
資
房
の
日
記
。
万
寿
三
年
ｌ
天
喜
二
年
ま

で
の
二
十
九
年
間
。
決
失
部
分
が
多
い
。
（
２
）
交
通
の
妨
げ
に
な
っ
て

り
。
峯
よ
り
起
り
て
山
脚
に
至
る
。
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康平3年(1060）

（
１
）

貝
更
級
日
記

富
士
の
山
は
こ
の
国
也
、
わ
が
生
い
い
で
し
国
に
て
は
、
西
を
も

て
に
見
え
し
山
也
、
そ
の
山
の
さ
ま
、
い
と
世
に
見
え
ぬ
さ
ま
な

り
、
さ
ま
こ
と
な
る
山
の
姿
の
、
紺
青
を
塗
り
た
る
や
う
な
る
に
、

雪
の
消
ゆ
る
世
も
な
く
穂
り
た
れ
ば
、
色
濃
き
衣
に
、
白
き
あ
こ

（
２
）め

着
た
ら
む
や
う
に
見
え
て
、
山
の
頂
の
す
こ
し
平
ぎ
た
る
よ
り

煙
は
立
ち
の
ぼ
る
、
夕
暮
れ
は
火
の
燃
え
立
つ
も
見
ゆ
、

す
○
こ
の
頃
、
菅
原
孝
標
の
娘
、
幼
い
頃
に
見
た
富
士
山
の
様
子
を
記

（
１
）
菅
原
孝
標
の
娘
に
よ
る
日
記
。
一
冊
。
成
立
は
康
平
二
年
以
降
。

内
容
は
少
女
時
代
の
回
想
で
、
父
に
従
っ
て
上
総
国
か
ら
上
京
し
た
時

の
記
述
。
（
２
）
下
着
の
こ
と
。

康
平
三
年
庚
子
（
一
○
六
○
）

い
る
関
。
横
走
関
な
ど
が
対
象
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
以
後
は
見
え

な
ノ
、
な
る
。

六
月
二
十
八
日
、
関
白
藤
原
師
通
の
母
で
あ
る
北
政
所
の
発
願
に

よ
り
、
駿
河
国
の
大
岡
荘
で
は
日
枝
社
に
対
し
て
荘
役
・
祭
礼
を

お
こ
な
う
。

（
１
）

吾
山
王
霊
験
絵
巻
日
枝
神
社
所
蔵

三
月
二
十
八
日
、
富
士
山
、
噴
火
す
る
。

（
１
４
）

男
扶
桑
略
記
永
保
三
年
三
月
二
十
八
日
条

三
月
廿
八
日
、
有
富
士
山
焼
燃
依
焉
、

承
徳
二
年
戊
寅
（
一
○
九
八
）

（
１
）
平
安
末
期
の
史
書
。
三
十
巻
。
皇
円
著
。
平
安
末
期
の
成
立
。
神

武
天
皇
か
ら
堀
川
天
皇
ま
で
の
記
事
を
編
年
休
で
記
す
。
僧
伝
や
寺
院

の
縁
起
な
ど
仏
教
系
の
記
述
が
豊
富
。

永
保
三
年
癸
亥
（
一
○
八
三
）

か
い

密
士
山
焼
燃
の
帷
あ
り
。
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承
徳
二
年
六
月
二
十
一
日
、
関
白
殿
の
御
ｎ
ｕ
き
は
に
□
し
、
ｕ

い
て
き
さ
せ
給
け
り
、
ｎ
Ⅱ
Ｕ
の
か
た
よ
り
か
ふ
ら
矢
な
り
て
、

御
□
に
た
Ｌ
る
と
、
御
夢
に
御
覧
せ
ら
れ
け
る
、
Ｕ
し
で
つ
き
た

る
榊
、
寝
殿
の
き
つ
ね
と
に
た
ち
た
り
け
り
、
又
、
矢
の
し
り
を

反
□
に
せ
さ
せ
給
、
山
王
口
御
た
と
り
、
う
た
か
ふ
へ
く
も
な
か

り
し
か
は
、
、
Ｕ
社
に
て
口
僧
供
一
Ⅱ
｜
誰
ｎ
Ｕ
兼
［
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ

Ｕ
世
に
た
め
し
す
ぐ
な
き
事
と
も
を
お
こ
な
は
れ
け
れ
と
も
、
二

十
七
日
の
夜
半
よ
り
い
よ
Ｉ
Ｉ
、
□
も
ら
せ
給
て
、
た
の
み
す
ぐ
な

く
見
え
さ
せ
給
け
り
、
御
願
書
を
座
主
仁
、
Ⅱ
ｕ
に
た
て
ま
つ
ｎ

Ｕ
す
へ
て
［
Ⅱ
川
Ⅱ
Ｕ
医
方
治
術
の
こ
る
事
な
く
、
諸
社
の
神
馬
も

か
す
を
つ
く
さ
れ
し
か
と
も
、
日
に
し
た
か
ひ
て
は
お
も
く
の
み

な
ら
せ
給
け
り
、

北
政
所
、
御
な
け
き
の
あ
ま
り
に
、
御
願
を
お
ほ
く
た
て
さ
せ
給

け
る
に
、
一
に
は
二
宮
の
門
楼
よ
り
八
王
子
ま
て
わ
た
と
の
を
つ

８９ｍ
く
り
て
、
三
口
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ｕ
を
雨
露
に
ぬ
ら
さ
し
、
一
に
は
月
こ
と
に

く秤
十
五
日
の
あ
ひ
た
、
宮
雛
り
の
こ
と
く
に
御
社
に
候
は
ん
、
一
に

徳敢
は
永
代
、
ｕ
講
を
長
日
に
修
し
て
、
供
料
を
寄
附
せ
む
と
御
願
書

を
あ
そ
は
さ
れ
て
、
八
王
子
へ
ま
い
ら
せ
さ
せ
給
、
そ
の
夜
の
御

夢
に
、
我
に
心
さ
し
あ
る
も
の
は
霜
雪
を
い
た
た
き
て
も
ま
い
れ

り
、
又
、
縁
あ
る
も
の
を
は
み
な
め
し
よ
せ
て
は
く
ど
み
を
け
は
、

そ
こ
に
候
は
す
と
も
事
か
く
へ
か
ら
す
、
頼
治
に
お
ほ
せ
て
、
は

ふ
に
ま
か
せ
て
い
さ
せ
ら
れ
し
そ
の
う
ら
み
、
世
々
生
々
を
ふ
と

も
わ
す
る
へ
か
ら
す
、
た
た
し
、
Ⅱ
Ｕ
は
し
か
る
へ
し
、
さ
れ
は

と
て
、
永
口
Ｕ
死
に
し
つ
め
む
と
に
は
あ
ら
す
と
し
め
し
給
け
れ

は
、
い
よ
‐
Ｉ
、
御
心
ほ
そ
く
そ
お
ほ
し
め
さ
れ
け
る
、
関
白
殿
、

い
ま
は
に
な
ら
せ
給
て
、
い
て
先
年
の
矢
め
見
せ
ん
と
て
、
御
□

を
お
し
の
け
さ
せ
給
へ
は
、
禰
宜
か
い
ら
れ
た
り
し
所
の
程
よ
り

ｎ
Ｕ
れ
い
て
け
り
、
つ
い
に
六
月
二
十
八
日
か
く
れ
さ
せ
給
ぬ
、

容
顔
も
人
に
す
ぐ
れ
、
才
能
も
世
に
こ
え
て
お
は
し
ま
し
と
に
、

関
白
わ
つ
か
に
六
ヶ
年
、
御
年
三
十
八
、
い
ま
た
四
旬
に
至
ら
せ

給
は
さ
り
し
か
は
、
万
人
お
し
み
た
て
ま
つ
る
も
こ
と
は
り
な
る

へ
し
、
か
の
、
ｕ
八
王
子
三
宮
の
あ
は
ひ
に
、
い
は
こ
さ
ま
と
て

大
な
る
い
は
を
あ
り
、
あ
め
の
ふ
る
夜
は
、
か
な
ら
す
人
の
さ
け

ふ
こ
え
き
こ
ゆ
、
上
下
、
あ
や
し
み
思
ふ
程
に
、
関
白
殿
、
束
帯
う
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る
は
し
く
て
、
八
王
、
Ⅱ
Ｕ
の
一
三
に
い
ま
し
め
お
き
給
へ
る
か
、

あ
め
の
ふ
る
夜
は
い
し
の
ふ
と
る
に
よ
り
て
、
そ
の
く
る
し
み
た

へ
か
た
し
、
但
し
、
其
の
時
も
、
Ⅱ
Ｕ
誰
を
き
く
に
そ
く
る
し
み

い
さ
さ
か
か
ろ
む
、
と
人
の
夢
に
見
え
給
け
り
、
か
の
、
Ⅱ
Ｕ
は
、

北
政
所
の
御
願
と
し
－
｜
の
役
に
て
い
ま
に
つ
と
め

（
２
）

□
、
又
、
ｎ
Ｕ
も
駿
河
国
大
岡
庄
の
役
に
て
は
し
め
お
か
れ
侍
り

し
か
、
と
う
し
も
退
転
し
侍
ら
す
と
そ
う
け
給
、
さ
れ
ば
、
彼
の

圧
に
は
、
川
Ｕ
を
い
は
ひ
た
て
ま
つ
り
て
、
お
り
耐
Ｉ
、
の
祭
礼
、

日
々
の
［
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ｕ
を
う
つ
し
侍
と
か
や
、
又
、
長
、
の
、
Ⅱ
Ｕ
を

は
し
め
お
か
れ
て
、
か
の
［
川
川
Ｕ
を
ｎ
Ｕ
ひ
た
て
ま
つ
る
も
、
か

の
庄
役
に
て
促
と
な
ん
、
こ
の
北
政
所
と
申
は
、
具
平
親
王
の
御

子
、
六
条
右
大
臣
師
房
公
の
御
む
す
め
な
り
、
宮
一
）
も
り
の
ゞ
〕
と

く
に
候
は
せ
給
て
き
御
発
願
、
せ
め
て
の
御
心
さ
し
と
、
あ
は
れ

に
こ
そ
お
ほ
え
侍
れ
、

（
１
）
沼
津
市
の
日
吉
神
社
創
建
の
由
来
記
。
著
者
不
詳
。
弘
安
十
一
年

成
立
。
関
白
藤
原
師
通
が
日
吉
山
王
社
の
神
罰
に
よ
り
若
死
し
た
た
め
、

こ
の
年
、
京
都
で
鳴
動
が
あ
り
、
富
士
山
の
噴
火
と
の
う
わ
さ
が

広
ま
る
。

（
１
）

三
中
右
記
天
永
三
年
十
月
二
十
四
日
条

早
旦
従
院
有
召
、
則
参
入
、
雌
御
物
忌
参
殿
上
、
摂
政
令
参
給
、

大
蔵
卿
参
入
、
以
長
実
朝
臣
被
仰
云
、
従
去
廿
日
有
鳴
動
音
、
子

今
不
止
、
甚
所
灌
思
食
也
、
何
様
可
被
沙
汰
事
哉
、
且
又
問
大
外

記
師
遠
・
天
文
博
士
宗
明
等
、
可
斌
申
者
、
大
蔵
卿
問
師
遠
・
宗

母
が
駿
河
国
大
岡
荘
を
比
叡
山
に
寄
進
し
、
荘
内
に
日
吉
社
を
勧
請
し

た
と
さ
れ
る
。
一
七
九
号
参
照
。
（
２
）
平
安
末
期
か
ら
み
え
る
荘
園
。

大
野
牧
・
岡
野
牧
の
後
身
か
。
二
四
・
三
八
号
参
照
。
寿
永
三
年
四
月

五
Ⅱ
付
源
頼
朝
安
堵
状
案
（
久
我
文
書
、
七
九
号
）
に
よ
れ
ば
、
平
家
没

官
領
の
一
つ
と
し
て
「
大
岡
庄
〈
駿
河
〉
」
と
見
え
、
）
）
れ
よ
り
以
前
に

は
池
大
納
言
（
平
頼
礎
）
が
領
家
職
、
後
白
河
院
が
本
家
職
を
有
し
て
い

た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
沼
津
市
岡
宮
付
近
を
中
心
に
愛
鵬
山
南
東
麓
か

ら
黄
瀬
川
西
岸
に
か
け
て
の
地
域
に
比
定
さ
れ
る
。

天
永
三
年
壬
辰
（
二
一
二
）
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明
、
害
宿
紙
奏
覧
、
大
略
如
密
奏
、
天
之
有
声
之
由
所
申
也
、
下

人
説
云
、
駿
河
国
富
土
山
丼
信
濃
国
朝
間
峰
焼
落
之
時
、
共
声
振

動
、
遠
聞
天
下
、
若
是
如
此
事
鍬
云
々
、
価
被
尋
之
処
、
従
尾
張

国
上
道
下
人
云
、
従
彼
国
猶
当
東
方
有
此
声
者
、
弥
有
其
疑
、
予

申
云
、
猶
其
国
其
山
鳴
動
之
由
被
尋
天
、
以
鳴
初
時
可
被
行
御
ト

鍬
、
其
後
御
祈
等
早
可
被
行
也
、

お
ん
も
の
い
糸

早
旦
、
院
よ
り
召
し
あ
り
。
す
な
わ
ち
参
入
す
。
御
物
忌
と
い

え
ど
も
殿
上
に
参
る
。
摂
政
参
ら
し
め
給
ふ
。
大
蔵
卿
参
入
す
。

長
実
朝
臣
を
も
っ
て
仰
せ
ら
れ
て
云
わ
く
、
去
ぬ
る
二
十
冊
ょ

お
そ

り
鳴
動
の
音
あ
り
。
今
に
止
ま
ず
。
は
な
は
だ
慨
れ
お
ぽ
し
め

い
か
よ
う

だ
い
げ

す
な
り
。
何
様
に
沙
汰
せ
ら
る
雲
へ
き
こ
と
か
。
か
つ
ま
た
大
外

き

記
師
遠
・
天
文
博
士
宗
明
等
に
間
い
て
量
り
申
す
べ
し
、
て
え

し
ゆ
く
し

り
。
大
蔵
卿
、
師
遠
・
宗
明
に
問
い
、
宿
紙
に
書
き
て
奏
覧
す
。

大
略
密
奏
の
如
し
。
天
の
声
あ
る
の
由
申
す
所
な
り
。
下
人
の

説
に
云
わ
く
、
駿
河
国
富
士
山
な
ら
び
に
信
濃
国
朝
間
の
峰
、

焼
け
落
つ
る
の
時
、
そ
の
声
振
動
し
、
遠
く
天
下
に
聞
こ
ゆ
。

臺
中
右
記
天
永
三
年
十
月
二
十
九
ｎ
条

又
或
人
来
談
云
、
此
日
者
当
東
方
夜
昼
有
鳴
動
声
、
不
知
何
所
之

間
、
従
坂
東
国
上
洛
下
人
云
、
駿
河
国
富
士
山
動
也
、
又
火
炎
高

昇
、
近
隣
国
々
騒
動
云
々
、
伯
未
進
国
解
之
間
、
不
知
実
説
也
、

も
し
く
は
こ
れ
、
か
く
の
ご
と
き
く
事
か
と
云
々
。
よ
っ
て
尋

ね
ら
る
る
の
と
こ
ろ
、
尾
張
国
よ
り
上
道
せ
る
下
人
云
わ
く
、

彼
の
国
よ
り
な
お
東
に
当
る
方
に
こ
の
声
あ
り
、
て
え
り
。
い

よ
い
よ
そ
の
疑
い
あ
り
。
予
申
し
て
云
わ
く
、
な
お
そ
の
国
そ

の
山
鳴
動
す
る
の
由
を
尋
ね
ら
れ
て
、
鳴
り
初
め
の
時
を
も
つ

み
う
ら

て
御
卜
を
行
わ
る
、
、
へ
き
か
・
そ
の
後
に
後
祈
等
を
早
く
行
わ
る

べ
き
な
り
。

ま
た
、
あ
る
入
来
り
談
じ
て
い
わ
く
、
》
）
の
日
は
東
方
に
あ
た
弱

（
１
）
中
御
門
右
大
臣
藤
原
宗
忠
の
Ⅱ
記
。
寛
治
元
年
よ
り
保
延
四
年
ま

で
の
部
分
が
残
る
。
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三
一
一
中
右
記
天
永
三
年
十
一
月
十
ｎ
条

十
日
、
大
蔵
卿
於
院
殿
上
談
云
、
近
日
天
下
鳴
動
事
、
非
富
士
・

朝
間
山
焼
、
是
天
鼓
之
由
、
天
文
博
士
所
申
也
、
尤
恐
、
又
奇
雲

横
天
、
流
星
照
雲
之
怖
異
、
夜
々
数
度
、
如
此
事
労
有
御
祈
可
宜

歎
者
、
尤
可
然
、
価
院
此
日
者
有
十
座
仁
王
講
、
明
日
可
結
願
者
、

大
蔵
卿
、
院
の
殿
上
に
お
い
て
談
じ
て
云
わ
く
、
近
日
の
天
下

鳴
動
の
事
は
、
富
士
・
朝
間
の
山
焼
け
に
あ
ら
ず
。
こ
れ
天
鼓

な
る
の
よ
し
、
天
文
博
士
申
す
所
な
り
。
も
っ
と
も
恐
る
ぺ
し
。

あ
や

ま
た
奇
し
き
雲
、
天
に
横
た
わ
り
、
流
星
雲
を
照
ら
す
の
惟
異

夜
々
数
度
な
り
。
か
く
の
ご
と
き
こ
と
、
か
た
が
た
御
祈
あ
る

は
よ
る
し
か
る
ぺ
き
か
、
て
え
り
。
も
っ
と
も
し
か
る
べ
し
。

り
夜
昼
鳴
動
の
声
あ
り
。
い
ず
れ
の
所
か
知
ら
ざ
る
の
間
、
坂

東
の
国
よ
り
上
洛
の
下
人
い
わ
く
、
駿
河
国
富
士
山
動
く
な
り
。

ま
た
火
炎
高
く
昇
り
、
近
隣
の
国
を
騒
動
す
と
云
々
。
但
し
未

だ
国
解
を
進
め
ざ
る
の
間
、
実
説
を
知
ら
ざ
る
也
。

こ
の
頃
、
富
士
上
人
、
富
士
山
頂
に
大
日
寺
を
建
立
す
る
。

奎
本
朝
世
紀
久
安
五
年
四
月
十
六
日
丁
卯
条

こ
の
頃
、
源
仲
正
、
足
柄
と
横
走
を
詠
む
。

茜
夫
木
和
艇
拠
椿
権
軒
六
一
鍵
榔
叶
訊
旅
家
集

い
か
に
せ
ん
す
ぐ
ぢ
は
ゆ
か
で
あ
し
が
ら
や
よ
こ
は
し
り
す
る

人
の
こ
こ
ろ
を

（
１
）
勝
問
田
（
藤
原
）
長
清
に
よ
る
私
撰
和
歌
集
。
三
十
六
巻
。
延
慶
三

年
頃
の
成
立
。
こ
の
歌
の
詠
者
源
仲
正
は
、
多
田
源
氏
の
出
身
。
『
中

右
記
』
元
永
元
年
二
月
五
日
条
に
下
総
守
と
見
え
、
こ
の
時
に
足
柄
峠

を
通
過
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

久
安
五
年
己
巳
（
二
四
九
）

永
久
年
間
（
二
一
五
’
一
二
八
）

け
ち
が
ん

よ
っ
て
、
院
、
こ
の
日
は
十
座
仁
王
講
あ
り
。
明
日
結
願
す
べ

し
、
て
え
り
。

戸〆
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（
１
）

十
六
日
丁
卯
、
近
日
、
於
一
院
有
如
法
大
般
若
経
一
部
書
写
事
、

（
２
）

卿
士
大
夫
男
女
素
細
多
営
々
、
此
事
是
則
駿
河
国
有
一
上
人
、
号

（
３
）

富
士
上
人
、
其
名
称
末
代
、
筆
登
富
士
山
、
已
及
数
百
度
、
山
頂

（
４
）

梢
仏
閣
、
号
之
大
日
寺
、

（
１
）
鳥
羽
院
。
（
２
）
僧
侶
と
俗
人
。
（
３
）
『
本
朝
世
紀
』
同
年
五
月
条

に
は
、
窟
士
上
人
が
献
上
し
た
料
紙
で
鳥
羽
院
に
如
法
経
を
写
経
し
て

も
ら
い
、
富
士
山
に
埋
納
し
た
と
あ
る
。
『
本
朝
文
集
」
に
は
「
鳥
羽

天
皇
写
大
般
若
経
発
願
文
写
」
が
み
え
る
。
（
４
）
山
頂
の
仏
閣
の
位
置

は
不
明
だ
が
、
昭
和
初
期
に
富
士
山
頂
の
三
島
が
嶽
の
南
側
か
ら
「
承

久
」
の
墨
書
を
有
す
る
経
筒
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。

近
Ⅱ
、
一
院
に
お
い
て
如
法
大
般
若
経
一
部
を
書
写
す
る
の
事

そ
し

あ
り
。
卿
・
士
大
夫
・
男
女
素
細
、
多
く
こ
れ
を
営
む
。
こ
の

こ
と
、
〉
）
れ
す
な
わ
ち
駿
河
国
に
一
上
人
あ
り
。
富
士
上
人
と

は
ん
と
う

号
す
。
そ
の
名
は
末
代
と
称
す
。
樹
士
山
に
蕊
登
す
る
こ
と
、

す
で
に
数
百
度
に
及
び
、
山
頂
に
仏
閣
を
構
え
、
こ
れ
を
大
日

寺
と
号
す
。

正
月
十
二
日
、
平
清
盛
、
富
士
に
行
く
計
画
を
延
期
す
る
。

（
１
）

美
山
槐
記
治
承
三
年
正
月
十
二
日
辛
未
条

（
２
）

辛
未
、
昨
夜
被
定
次
第
之
日
次
、
明
日
入
道
大
相
国
難
可
被
参
駿

河
富
士
、
延
引
了
、
三
位
中
将
蝿
為
代
官
、
明
晩
可
被
進
発
者
、

後
聞
、
三
位
中
将
又
被
止
畢
云
々
、

昨
夜
、
次
第
の
日
次
を
定
め
ら
る
。
明
日
、
入
道
大
相
国
、
駿

お
わ

河
の
富
士
に
参
ら
る
。
へ
し
と
い
え
ど
も
、
延
引
し
了
ん
ぬ
。
三

位
中
将
郷
代
官
と
し
て
明
暁
進
発
せ
ら
る
、
へ
し
、
て
え
り
。

や

お
わ

後
に
聞
く
、
三
位
中
将
も
ま
た
止
め
ら
れ
畢
ん
ぬ
と
云
々
。

（
１
）
内
大
臣
中
山
忠
親
の
日
記
。
建
久
五
年
以
後
の
成
立
。
仁
平
元
年

か
ら
建
久
五
年
ま
で
の
四
十
四
年
間
の
記
述
。
（
２
）
平
清
盛
（
元
永
元

ｌ
養
和
元
）
・
駿
河
国
は
当
時
三
男
宗
盛
の
知
行
国
。

治
承
三
年
己
亥
（
二
七
九
）

F再
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こ
れ
よ
り
以
前
、
伊
豆
国
の
伊
東
へ
移
動
し
た
武
士
た
ち
の
う
ち

に
、
竹
下
孫
八
、
合
沢
弥
五
郎
の
名
が
見
え
る
。

（
１
）

毛
曾
我
物
語
巻
一
佐
殿
、
伊
東
の
館
に
ま
し
ま
す
事

お
お
ば
し
や
て
い

ま
た
の

相
模
国
に
は
、
大
庭
が
舎
弟
三
郎
・
俣
野
五
郎
・
さ
ゞ
）
し
の
十

や
主
の
う
ち
た
き
ぐ
ち

え
び
な

お
き
の

郎
・
山
内
滝
口
太
郎
・
お
な
じ
く
三
郎
・
海
老
名
源
八
・
荻
野

た
け
の
し
た
（
２
）
あ
い
ざ
わ
（
３
）
き
つ
か
わ
ふ
な

五
郎
、
駿
河
国
に
は
、
竹
下
孫
八
・
合
沢
弥
五
郎
・
吉
川
・
船

こ
し
い
り
（
４
）
（
５
）

越
・
入
江
の
人
冬
伊
豆
国
に
は
、
北
条
四
郎
・
お
な
じ
く
三

郎
・
天
野
藤
内
・
狩
野
工
藤
五
を
は
じ
め
と
し
て
、
む
ね
と
の
人

々
五
百
人
、
伊
豆
の
伊
東
へ
ぞ
う
り
つ
け
る
、

（
１
）
伝
記
物
語
。
十
巻
ま
た
は
十
二
巻
。
口
承
伝
承
を
も
と
に
鎌
倉
時

代
末
か
ら
南
北
朝
に
か
け
て
成
立
。
作
者
不
詳
。
建
久
四
年
五
月
、
富

士
の
裾
野
で
お
毒
）
っ
た
曾
我
兄
弟
に
よ
る
工
藤
祐
経
仇
討
ち
事
件
を
も

と
に
椛
成
さ
れ
た
物
語
。
（
２
）
現
在
の
小
山
町
竹
之
下
を
本
拠
と
す
る

武
士
か
。
「
葛
山
御
宿
系
図
」
（
別
冊
系
図
集
六
号
）
に
頼
惟
は
は
じ
め

「
竹
下
孫
八
惟
正
」
を
名
乗
っ
た
と
あ
り
、
「
大
森
葛
山
系
図
」
（
同
三

号
）
は
惟
重
が
「
竹
ノ
下
孫
八
郎
」
を
名
乗
っ
た
と
あ
る
。
さ
ら
に
、

相
撲
の
勝
負
を
競
っ
た
武
士
た
ち
の
う
ち
に
、
合
沢
弥
五
郎
・
弥

七
、
葛
山
又
七
、
竹
下
孫
八
の
名
が
見
え
る
。

宍
曾
我
物
語
巻
一
ぉ
な
じ
く
相
撲
の
事

ひ
で
さ
だ

秀
貞
が
わ
か
ざ
か
り
、
鷹
狩
、
川
狩
の
か
へ
り
足
に
は
、
力
業
、

す
ま
い

相
撲
が
け
一
）
そ
、
お
も
し
る
け
れ
、
わ
か
き
人
々
、
相
撲
と
り
た

ま
へ
、
見
て
あ
そ
ば
ん
、
見
物
に
は
、
上
や
あ
る
べ
き
、
と
い
ひ

し
よ
う
げ
ん

け
れ
ば
、
伊
豆
国
の
住
人
、
三
島
入
道
将
監
、
い
だ
け
だ
か
に
な

あ
い
ざ
わ
（
１
）

り
て
、
石
こ
ろ
ば
か
し
の
滝
口
殿
と
合
沢
弥
五
郎
殿
、
い
で
て
と

「
竹
之
下
藍
沢
系
図
」
（
『
小
山
町
史
』
第
一
巻
所
収
）
に
は
、
頼
忠
が

「
竹
之
下
孫
八
左
衛
門
」
を
称
し
て
い
る
。
（
３
）
現
在
の
御
殿
場
市
付

近
を
本
拠
と
す
る
武
士
か
。
地
名
と
し
て
は
、
『
吾
妻
鏡
』
文
治
元
年

二
月
十
六
日
条
に
「
藍
沢
原
」
（
八
一
号
）
、
建
久
四
年
三
月
十
五
日
条

に
「
藍
沢
之
屋
形
」
（
九
四
号
）
が
み
え
る
。
「
大
森
葛
山
系
図
」
（
別
冊
系

図
集
三
号
）
に
「
鮎
沢
四
郎
大
失
惟
直
」
、
『
吾
妻
鏡
』
文
治
元
年
十
川

九
日
条
に
は
「
藍
沢
二
郎
」
（
八
三
号
）
、
建
長
二
年
三
月
一
日
条
に
は

「
鮎
沢
六
郎
」
の
人
名
が
み
え
る
。
（
４
）
吉
川
・
船
越
・
入
江
は
い
ず

れ
も
現
在
の
清
水
市
内
の
地
名
。
（
５
）
北
条
時
政
。
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り
た
ま
へ
、
こ
れ
こ
そ
、
あ
ひ
ご
ろ
の
力
と
き
け
、
さ
も
あ
ら
ば
、

に
ゆ
う
ど
う

ぎ
よ
う
じ

入
道
い
で
て
、
行
司
に
た
た
ん
、
と
い
ふ
、
滝
口
き
上
て
、
坂
東

八
か
国
に
、
つ
よ
き
者
は
な
き
か
、
か
ほ
ど
の
小
男
に
、
相
手
に

さ
Ｌ
る
氏
は
、
馬
の
上
、
か
ち
だ
ち
な
り
と
も
、
脇
に
は
さ
み
た

ｋ
む
に
、
は
た
ら
か
さ
じ
、
と
い
ひ
け
れ
ば
、
弥
五
郎
き
ｋ
て
、

伊
豆
・
駿
河
・
武
蔵
・
相
模
に
、
つ
よ
き
物
は
な
き
か
、
滝
口
が

げ
ろ
う

せ
い
と
力
を
う
ら
や
む
は
、
下
臨
の
と
こ
ろ
に
こ
そ
、
器
量
に
よ

り
て
、
荷
を
ば
も
て
、
侍
は
、
せ
い
ち
い
さ
く
、
力
は
ょ
わ
け
れ

よ
ろ
い

ど
も
、
鎧
一
領
に
し
か
る
る
者
な
し
、
弓
を
し
は
り
、
矢
か
き
お

ひ
、
よ
き
馬
に
う
ち
の
り
て
、
戦
場
に
か
け
い
で
て
、
恩
ふ
敵
に

ひ
つ
く
み
て
、
両
馬
が
間
に
お
ち
か
さ
な
り
、
胆
ま
さ
り
て
、
腰

く
さ
ず
り

の
刀
を
ぬ
き
、
下
に
ふ
し
な
が
ら
、
大
の
男
を
ひ
っ
か
け
、
草
摺

を
た
Ｌ
み
あ
げ
、
急
所
を
隙
な
く
さ
し
て
、
は
ね
か
へ
し
、
を
さ

へ
て
、
首
を
と
る
時
は
、
大
の
男
も
、
も
の
な
ら
ず
と
、
あ
ざ
わ

ら
ひ
て
ぞ
申
け
る
、
滝
口
、
た
ま
ら
ぬ
男
に
て
、
首
を
と
る
か
、

と
ら
る
Ｌ
か
、
力
は
、
外
に
も
あ
ら
ぱ
こ
そ
、
い
ざ
や
、
老
の
御

肴
に
、
力
く
ら
、
、
へ
の
腕
相
撲
一
番
と
い
ふ
ま
Ｌ
に
、
座
敷
を
た
ち
、

ひ
た
た
れ
あ
ば
ら
ぼ
ね

直
垂
を
ぬ
ぎ
、
何
程
の
こ
と
の
候
べ
き
、
し
や
肋
骨
二
・
三
枚
つ

か
み
や
ぶ
り
て
、
す
つ
、
、
へ
き
も
の
を
と
て
、
つ
っ
と
い
で
け
り
、

ち
か
ら
こ
ぶ
し

弥
五
郎
も
、
こ
Ｌ
ろ
へ
に
り
、
物
ノ
‐
、
し
、
力
拳
の
こ
ら
へ
ん

程
は
、
命
こ
そ
か
ぎ
り
よ
と
い
ひ
、
座
敷
を
た
つ
、
一
座
の
人
々
、

こ
れ
を
見
て
、
あ
は
や
、
事
云
）
そ
い
で
き
ぬ
と
見
る
程
に
、
ち
か

く
に
あ
り
け
る
合
沢
、
申
や
う
、
あ
ま
り
は
や
し
、
滝
口
殿
、
和

こ
わ
ら
べ
か
じ
や

撲
は
、
小
童
・
冠
者
ば
ら
に
、
ま
づ
と
ら
せ
て
、
と
り
あ
げ
た
る

こ
そ
、
お
も
し
る
け
れ
、
お
と
な
げ
な
し
、
滝
口
殿
、
と
ど
ま
り

給
へ
、
と
ひ
き
す
へ
た
り
、
吉
川
、
ゞ
）
れ
を
見
て
、
弥
五
郎
殿
も
、

ま
づ
お
さ
へ
よ
、
合
沢
が
弟
の
弥
七
殿
に
、
い
で
ょ
と
い
ふ
、
す

こ
し
辞
退
に
を
よ
び
し
を
、
船
越
ひ
き
た
て
て
、
た
づ
な
と
り
か

へ
、
い
だ
し
け
り
、
年
に
を
き
て
は
、
十
五
な
り
、
（
中
略
）
兄
の

は
か
ま

弥
五
郎
、
弟
二
人
を
ま
か
し
て
、
や
す
か
ら
ず
に
お
も
ひ
、
袴
の

腰
、
と
く
を
お
そ
し
と
ひ
き
き
り
、
た
づ
な
二
筋
ゑ
り
あ
わ
せ
、

つ
よ
く
お
さ
め
、
は
し
り
い
で
、
ち
か
、
Ｉ
、
と
さ
し
あ
ひ
て
、
力

ひ
き
て
見
れ
ば
、
大
の
男
が
、
ふ
ん
ば
り
て
、
す
こ
し
も
う
ご
か

ざ
れ
ば
、
一
定
、
わ
れ
も
ま
け
ぬ
べ
し
、
ま
か
と
や
、
相
撲
は
、
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即
力
に
よ
ら
ず
、
手
だ
に
ま
さ
れ
ば
、
み
ぎ
わ
ま
さ
り
の
相
手
を
う

７１１射
つ
も
の
を
と
お
も
ひ
だ
し
て
、
合
沢
、
右
の
拳
を
に
ぎ
り
か
た
め
、

び
ん

記
滝
口
、
髪
の
は
づ
れ
、
き
れ
て
の
け
と
、
う
ち
け
れ
ば
、
滝
口
、

治

う
た
れ
て
、
左
右
の
拳
を
う
ち
か
へ
す
、
そ
の
後
、
ま
け
じ
、
お

と
ら
じ
と
、
手
を
は
な
ち
て
、
は
り
あ
ひ
け
る
、
今
は
、
相
撲
は

と
ら
で
、
ひ
と
へ
に
当
座
の
口
論
と
ぞ
見
え
け
る
。
両
方
、
さ
へ

む
と
す
る
所
に
、
弥
五
郎
、
隙
な
く
、
つ
っ
と
入
、
滝
口
が
小
股

を
か
い
て
、
は
な
じ
ろ
に
お
し
す
ゑ
た
り
、
い
き
お
ひ
し
滝
口
、

あ
ゑ
な
く
ま
け
し
か
ぱ
、
し
ば
ら
く
粗
撲
ぞ
な
か
り
け
る
。
弥
五

郎
は
、
広
言
し
つ
る
滝
口
に
わ
ち
て
、
百
千
番
の
ま
け
も
物
な
ら

ず
、
こ
れ
に
か
つ
こ
そ
う
れ
し
け
れ
、
何
者
な
り
と
も
と
思
ふ
所

か
ず
ら
や
ま
（
２
）
く
つ
き
ょ
う

に
、
葛
山
又
七
い
で
て
、
手
に
も
た
ま
ら
ず
ま
け
て
後
、
寛
究

の
相
撲
五
番
ま
で
か
ち
て
、
た
ち
た
る
有
様
は
、
勢
あ
ま
り
て
ぞ

見
え
け
る
、
こ
上
に
、
相
模
国
の
住
人
、
柳
下
小
六
郎
い
で
て
、

あ
い
ざ
わ

合
沢
弥
五
郎
を
は
じ
め
と
し
て
、
よ
き
相
撲
六
番
か
つ
、
駿
河
国

た
け
の
し
た
（
３
）

住
人
、
竹
下
孫
八
出
で
、
小
六
を
は
じ
め
と
し
て
、
よ
き
相
撲

お
お
ば
し
や
て
い
主
た
の

九
番
う
っ
て
、
い
ら
ん
と
す
る
所
に
、
大
庭
が
舎
弟
の
俣
野
五
郎

い
で
て
、
孫
八
を
は
じ
め
と
し
て
、
よ
き
相
撲
十
番
う
ち
け
れ
ば
、
⑩

い
で
て
と
ら
ん
と
い
ふ
者
な
し
、

（
１
）
前
号
参
照
。
（
２
）
「
葛
山
家
譜
」
（
別
冊
系
図
集
四
号
）
に
は
惟
長

の
別
名
を
「
葛
山
又
七
郎
」
と
す
る
。
（
３
）
前
号
参
照
。




